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木材加工業者から見た

日本林業と林政の不思議

蕊 なかしまみちお

中島道夫
日本集成材工業協同組合理事長

公03-3434-6527

は;じめに:紘撞業暴賎聯企)蕊
今，日本の経済界は島国的閉鎖性や規制保護の仕組みの中から，アメリカはもちろ

ん，あの保守的といわれるイギリスにすら遅れること10年にして，バブル崩壊後の長
さお

い苦しみを背負って，先進的な世界の流れに棹さして，新しい活力ある時代に向けて

構造的改革の始動を始めた。もちろん，先進的集団はすでにその目的を達成している

が，バブル発生の根源であった金融，建設等関連業界は呪縛からの解放のため，苦悩

の中を何とか明るさを見いだせぬものかと悪戦苦闘の最中にある。そしてその事態を

発生せしめたことに大きくかかわり合っていた，膨れ上がった行政機構もその収縮も

できず，また財政も高率な税金と国民虎の子の預金等を先使いまでして，収拾のつか

ぬ破局に向けて突き進んできた。このままではどこかでインフレでも起きぬことには，

始末がつかぬのではないかと悪い予感すらする。

ところで大企業はともかく，小零細企業であるわれわれ木材関連業界も，長年にわ

たる行政指導や援助に慣れ，従来強かったはずの個性や自立性が薄れ，今始まらんと

している行財政改革や金融ビッグバンヘの対応ができるのであろうかと案じられる。

例えばグローバル化といった視点一つ取ってみても，いまだその思考的訓練すらでき

ていない。一方，主管行政機関たる林野庁が国有林運営の行き詰まりから，その存立

すらうんぬんされ，森林存立意義の主題であった木材生産は二義的なものとなり，環

境対応が主題になろうとしている。

そしてまた，構造的に住宅着工数が減じようとしているときに当たり，われわれ原

木生産・製材・加工・流通等にかかわる木材業界では，独立独歩できる体制にあるも

のはともかく，だれを頼りにどこに向けて進めばよいのであろうか。そのことどもに

ついては，木材加工業者の立場から日本の林業および林産業の他の素資材産業に比較

した遅れと，21世紀に向けて積み残された問題点を，今の「行革はやり言葉」に載せ

て，主観的かつ重点的に指摘してみたい。

木材資源とし;ての森林と環境資源としての森林:;：
．．Z－．－．－．－．：．＝．,‐‐．、

もともと日本国土の自然環境は，ごくごく一部の高山の隆起崩壊地を除けば，自然

に放置されても，広義にはもちろん狭義にも森林の自然崩壊は起こらない。

そして植林の目的は，木を植えることによる失業救済，地域活性化といった視点や
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間接的な効果は別として，植え育った木を用材としていろいろに使用することによる

｢経済価値｣の追求にあったはずだ。それが最近の林政改革論議を聞いていると，従来

よりの治山，水源の確保に始まり，空気浄化・酸素供給から地球規模の気象環境の良

化，そして景観論と，まさに「はじめに環境ありき」といった環境からの原点論議に

すり変わっている。これだと林野庁は当然環境省に行ってしかるべきと思う。その際

われわれ木材業者もこぞって環境省に行き，そこで安住できるだろうか。

環境省が生まれようと生まれまいと，地域的にも地球規模でも環境問題の重要性は

変わらない。また，時に木材が売りにくかろうと安かろうと，これも将来に向けて，

木材が資源としてその重要度はますます上がるだろう。昨今の林野庁は事を急ぐあま

りに，この環境と木質資源といった本質の全く異なった課題を，発生源が同一の森林

であるということのみで，無理な理論展開をなされているように思われてならない。

多面的な自然対象の論議の中では，とかく本質のすり替えで事が終わる可能性が多い。

それでは進化どころか退化すら起きる。今後十分に本質的仕訳された論議がなされ，

それを総合判断したうえでの構想が起きて，予算が組まれていくといった段取りにし

てほしい。「はじめに予算ありき」では国民はやり切れない。

｢流域」について

もともと自然の中で森林環境が地域の民生，経済，行政に良い影響を及ぼしやすく
いかだ

するために造られたシステムが「流域」だと，私なりに解釈をしている。昔の筏流し

の時代ならいざ知らず，現在の木材業界にこの「流域」を林政の柱として持ち込まれ

たことは，われわれ木材加工業者として，はなはだ迷惑を感じている。これでは「は

じめに流域ありき」と言わざるを得ない。なぜならば，水の自然の流れのみを考える

ならば，是認もできるが，今や水の流れ（供給）も流域や行政区画を超えた中で始ま

っている。また，その水や空気も地球循環がその大流である。ともかく木材産業では，

木材の原木市場への流れ，製材工場等への流れ，そして製品の流れも，何一つ流域や

行政区画に阻害されていない。まして製材工場の大型化，専門化は，原木の安定的大

量供給の必要に迫られ，大流域というも原木流通についてはその垣根は造れない。現

代の木材流通を阻害するものがあるとすれば，それはむしろ行政の流域概念そのもの

である。われわれはもう思いつきや，言葉の遊びに振り回されるのはいやだ。

靴源猟…について;！，

私が若くして製材所の仕事場で丸太をかつぎ,事務所では金に苦労していた1950年

代，晴れの国岡山も，県北の山間部では雨や雪に日々を恨み，県南と税金が同じでは

と悔やんでいた。しかし一方，山林部の連中は，製材所と比較にならぬ劣悪な気象等

の労働環境の中でがんばっていた。そうだからといって，その救済を流域概念の水に

求めることはいかがなものであろうか。日本の国土は古来，ことさら無謀な破壊をせ

ぬかぎり緑が失われたり，樹が育たなくなったり，洪水こそあれ水の保全に決定的な

打撃を受けることはない。それほどに恵まれた風土です。この国土の水，空気，景観

のすべては地球からの天与のものです。その水にかこつけて川~ドから税金をとり，川

上に使うというのはいかがなものか。むしろ山間部の産業民生上の不都合な理由を

堂々と掲げて一般財源にそれを求むくきだし，行政側は大所高所よりの総合判断の中

で対応すべき問題ではなかろうか。感情論での甘えは自滅につながることが多い。

林業技術No.6691997.12
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｢エネルギー問題」と『地球温暖化防止」

原材料および素材産業は，農林製品であれ，工業製品であれ，太陽化石燃料等多

鐘のエネルギーを必要とする。その中で天与の太陽光，海流，地熱そして原子力等は

十分使いこなせぬものが多く，化石燃料をその主要エネルギー源としている。しかし

化石燃料の大量消費は，資源的に限りあることへの不安の解決，それと裏腹に当面炭

素の放出による地球温暖化現象を停滞させることが，緊急の地球的課題となっている。

われわれ木材産業も，林業分野を含めて生産流通の各部門でかなりのエネルギーを

必要とする。しかしそれにより生産される木材は素資材であるとともに，エネルギー

資源の一助にもなりうる。そして樹木は炭素の長期封じ込めには有効な手だてとなり，

いわゆる天然リサイクル資源として森林，木材に今後大きな期待がかかっている。

「炭素の閉じ込め」について：①森林として樹木に中期的(100～500年）に閉じ込

める。②木材を家とし，短期的に閉じ込める。③木材を炭化して準化石として中長期

的にストックする（ガスは燃料等)。

「エネルギーとしての利用」（廃材等）：①直接利用すること（小口利用)。②ボイラ

ー燃料と蒸気利用（乾燥･冷暖房･発電)。これらは日本の高コスト体質にある木材加

工業の今日的改革課題の一つである。

いずれにしても，太陽光，風，海流エネルギーの活用技術の進展や，安全な原子力

発電技術が開発されるまで，地球人類の「生活パターンを変えて」でも地球温暖化防

止のため，化石燃料の使用抑制と，炭素閉じ込めの努力を続けなくてはならぬ。

木材業も「資本の時代｣
あい

右肩上がりの経済成長の初め，平地が狭|職で大企業でも資本の充実がなかったこと

から，金融機関は融資担保確保のため，地価の高騰を促し，行政も税収向上のためこ

れに共鳴，ついにはそれを国を挙げ善としてバブル期に突入。そして崩壊。そのこと

でそれに関連の深かった官・経はもちろん，全国民も巻き込んで政治経済を奈落の底

に落とす羽目となった。もともと｢土地｣の本質は，使用の観点にこそあれ所有の観点

にあるべきものでなく，地価であろうと利用料であろうと安いほど良いのが，善意社

会本来の姿であるはずだ。それをむやみに地価を上げ，株価を上げたところに問題が

あった。今，日本社会は高コスト体質に苦しんでいる。その最大の理由は土地高にあ

る。農地という遠い将来はいざ知らず，生産性の低い膨大な土地予備軍を考えたとき，

今後地価がどうなるかということは自ずとわかってくる。それにつけてもバブル期に

長期ローンで住宅を購入した方々の救済は何とか考えるべきときがきていると思う。

そして今，山林作業での高性能機械システムの導入も，木材加工業での大型化，専

門化，高性能システム化，そして流通変革等に伴う新規投資は，いずれも今までと桁

違いの大きな投資額が必要となってきた。まさに資本の時代に突入した。そのとき上

場力のある会社はともかく，その他の者はいかがな対応ができるだろうか。

｢競争原理」とr機会均等｣,r補助事業」と「事業効果の公開」
“

みまさか

1960年代，営林署の立木丸太販売の全愈公売を提唱したのが，われわれ美作の若い

製材業者数名の者であった。それからもし林野庁で少しでもこれに近い販売努力が行

われていたら，林野庁自身の体制崩壊の危機にはつながらなかっただろう。また，民

間業界も価格競争による厳しい淘汰もあったろうが，高品質，低コスト競争が全国的

林業技術No.6691997.12



5

土

に興り，厳しい中でも業者の進化が進み，早い時期，高レベルの木材業界が成立して

いたと思われる。しかし反面そうでなかったことが，われわれ美作製材産地の成立に

つながったのかもしれない。それにしても‘|嫌やまれてならない。そして，資本の時代

を迎えた今，協同組合，会社，個人，森林組合，そして3セクが同一目的の袖助事業

であってもその人格により適・不適があり，また，補助率の違いがあるということは，

機会均等の原則から考えて，いかがなことであろうか。自由経済社会の中で，福祉救

済ではないはずの補助事業は機会均等であるべきだ。会社，個人は悪であり，協同組

合，森林組合そして3セクは善，といった明治からの考えがまだ残っていないか。民

活という時代変わりに合わせ，「機会均等」の原則に立ち，「補助事業哲学」に対する

｢時のアセス」を願いたい。

次に「補助事業効果の情報公開」である。補助効果については営利損得につながる

ものは当然その数字で，数字表現できぬものについても，結果の情報公開はあるべき

だと思う。この情報公開のなかったことが,補助予算の膨張につながり，ひいてはr補

助事業団体」および「補助事業産業」の膨張につながって，国家地方ともども財政の

破綻の要因となった。この情報公開は，会計監査より，より実効的であり，補助団体

等を緊張させこそすれ，無用の萎縮をさせないですむ。そうあって初めて，まともな

｢競争市場」が生まれる。

資林としての木材

「木」は自然環境構成要因の生き物としての「樹」と，人間生活材料の「木材」に

大別される。今，木材需要拡大を目指して，木材業界，特に国産材産地は，風県，

地方挙げての在来軸組工法住宅の推進を中軸としたさまざまな運動を展開している。

しかし，なかなかその成果が上がらない。なぜだろう。私はこの原因の根幹が国産材，

特に「スギの材質とその加工対応」のまずさにあると思う。考えてみると，スギ科の

材は，四川省のメタセコイア，カリフォルニアのジャイアントセコイアとレッドウッ

ド，そしてスギと，いずれも乾燥することが難儀なうえ，複雑な曲がりを発生する。

また，亜寒帯林樹に比較してわが国，特に西南部の暖帯林系のものは，日本特有の傾

斜地に加えて，多雨等による急成長と台風回数の多いことなどで，アテが集中的（片

寄って）に発生する。そして材色のことなども含めて，木材需要が北系の針葉樹に向

けて広がっていることも事実だ｡このことはかなり前から指摘されていたが,｢国産材」

のかけ声や「間伐材」への異常なまでの行政的関心にかき消されて，ご本体であるは
とうかんし

ずのスギそのものの材質といった本来の課題が等閑視され，積極的予算が付かなかっ

たことが悔やまれてならない。そのことは言葉を変えるとr財政の科学技術の等閑視」

か「科学技術の財政予算への追随」から起きたものではなかろうか。このことは，ご

く近未来における「行政権限の地方移譲」「地方の時代」に合わせて「技術者として自

主性」を打ち出して，科学技術の「財政へのゴロ合わせ」はやめてもらいたい。「はじ

めに予算ありき」ではなく「だれのため，何のための予算」かという視点から明快に

ことを進めてほしい。

外国樹種の植林と育種
.q則

アカマツの自然界における惨状，スギの用材としての使いにくさ。どうせ今でも外

材依存度が高いのだからいまさら，といってしまえばそれまでだ。しかし，温暖，多

雨，台風といった地域性に合う有用樹種が，全世界の中で1つや2つ存在しないだろ

林業技術No.669199712
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うか。長い日本のことだ，地域的に相性の良いものなら十分だ。また頂上からすそ野

までといった全山性ではなくともいい。今一度，洗い直してほしい。

しかし，そのこと以前に「スギ在来種の品種別の材質考課」に手をつけてみると案

外良い発見があるように思われる。

そして育種面からは，無性繁殖の容易な樹木であるだけに，今後の遺伝子操作によ

る成長と材質を併せ考えた品種改良に期待するところが大きい。

これらはいずれも百年の計であるが，外来樹種導入と育種そして地域性を合わせて

考えるならば，案外たやすく道筋が見えてくるのではないか。余談だが，インドシナ

半島から中国にかけてのモンスーン地帯にその答えが隠れているかもしれない。

に－国産材の緊急課題

1．「山林作業高性能機械システム」の遅れ

外材の安さによる国産材の危機を叫ぶならば，なぜ今，国産材の伐出経費の削減に

官民挙げて真剣に取り組まないのだろうか。わが国の高コスト体質に起因するといっ

てしまえばそれまでだが，先進国に比べて高すぎる伐出経費を，今より半減したらど

うだろうか。できないのはその思いと努力のなさだと思う。今からでも遅くない，関

係者挙げての努力を願いたい。必ずスギ並材が金になる方途が見いだせる。また，小

型の山林機械や，それすら使用不能の場所は別途対応策を考えるべきだ。そしてこの

ことでいつも問題になる小林道・作業道については，搬出作業者が作業費の中で敷設

に当たれば，林道敷設費･木材搬出費の双方が大幅な経費の削除につながる。「はじめ

に林道ありき」ばかりではない。

次にオペレーターとなる人材の問題。民間ではオペレーターの先駆者となりうる人

材を確保することが不可能に近い。このことの成否が国産材時代到来に懸かっている

とするならば，行政はこの際積極的に国県または自治体等の若い職員をこれに投入す

べきである。その後の後継者はいくらでもできる。このことにより，山元に立木代が

還元でき，国産材の「グローバル化」が始まる。

2．「製材品乾燥」の遅れ

ツーバイフォー住宅が日本で本格的に建ち始めた当初，その材料はほとんどグリー

ン材であった。しかし，ある住宅会社が全量乾燥材に仕様変更して1年のうちに全社

が乾燥材に変わった。しかし在来工法に使用される木材は柱だけとってみても乾燥は

遅々として進まない｡林野庁の指導が始まり10年でやっと動きかけたというのが実態

だ。建築材料も仕様オンリーから性能と仕様の両面性を要求される時代となった今，

スギ柱の乾燥は難儀だ，何々が悪いといっても始まらない。もはや乾燥は業界生き残

りの必須前提条件であり，木材加工の原点となっている。そして製品の加工精度，性

能向上は永遠の課題と思う。それにつけても日本のスギ・ヒノキ，特に急傾斜地風衝

地の材は曲りアテが多く，ことさらに乾燥と加工精度を高めなければならぬ材である。

当面，この二つの課題を緊急に解決してこそ，初めて国産材の夜明けを迎える下地

が固まり，国産針葉樹の山林に明るい光が差し込んでくるのではないか。それにつけ

ても外材の敵視や，「こだわり」といった言葉の中で確たる理論展開もなくr国産のむ

く材が一番｣といった純血排他の思潮を排除して，「国際化の中で新しい合理性ある国

産材の主張」を始めるときがきているように思えてならない。

〈完〉

林業技術No.669199712
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インドネシアの森林火災と煙害 7
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インドネシア森林火災

予防プロジェクト
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■恐るべき環境破壊■

1997年10月2日，わが国の緊急援助隊

に同行して深夜ジヤンビの市街に入ったわ

れわれが目にしたものは，町を閉ざす厚い

煙霧といがらっぽいにおいであった。翌朝，

ホテルの窓から周囲を見渡すと，町全体が

厚いもやに閉じ込められ，黄色くかすんだ

太陽がどうにか確認できる状態であった。

視界はおそらく100mもないであろう。
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ジャンビ空港は煙霧のため9月初旬以降 写真①

閉鎖されており，今回，緊急援助隊のジャンビ行きは

やむを得ずジャカルタから片道22時間のバスの旅と

なった。パレンバンージャンビ間の車窓からの眺めは

異様であった。幹線道路沿いのブッシュや草地のほと

んどに火が入り，赤茶色く焼け焦げた風景が延々と続

く。なかにはゴムの造林地に延焼し,ところどころまだ

煙を出して燃え続けている箇所も見られた。果てしな

くオイルパームとゴムのプランテーションが広がるこ

の地域では，林地を伐採してプランテーションを造成

するための大規模な火入れが行われているようである。

途中立ち寄った集落で医師が子供の健康チェックを

した。どの子供も一様に目が真っ赤に充血しており，

なかには喉の痛みを訴える子供もいた。またジャンビ

市内で空気の汚染度を測定した専門家によると，空気

中に含まれる煙の微粒子の濃度は1日にタバコ4箱を

吸っているのと同程度であるとのことであった。この

ような状態がすでに3カ月間も続いているのであるか

ら，子供たちの健康はどうなるのだろう。

■森林火災の状況■

異常乾季に伴いインドネシアの各地で大規模な森林

火災が発生し，厚い煙霧がマレーシア，シンガポール，

果てはフィリピン南部にまで及び人々の健康を害し，

交通障害を引き起こすなどして国際的な問題となって

いる｡林業省の報告によると10月末までの森林火災面

積は約17万haとなっており，現在延焼中のものや調

査中の箇所などが今後集計されると，近年にない大規

模な被害となることが予測される。

ここで問題を明確にしておく必要がある。つまり，

ランプン州ワイカンバス国立公園内の泥炭層火災(97年11月上旬）

今回問題となっている煙霧は森林火災ばかりではなく，

プランテーション，産業造林，移住地開墾あるいは焼

畑耕作などのための火入れからも発生する。火入れは

計画的に伐採跡地，ブッシュ，草地を焼き払うのであ

るから，直接，森林の減少にはつながらない。しかし，

多くの煙を排出し環境悪化をもたらす点では森林火災

と同様である｡林業省は産業造林の火入れを1995年の

大臣通達により禁止しているが，安易で安価な火入れ

が産業造林地でかなり大がかりに行われていることは

間違いない。プランテーションや農地|淵墾のための火

入れも同様に禁止されているものの，夜間に監督官庁

の目を盗んで行われている。これらの火入れも考慮す

ると今回の乾季にインドネシア全土で60～80万ha

の森林・原野からいっせいに煙が上がったことになる。

■政府の対策■

林業省の取った対策は，コンセッション企業に対す

る火入れの取り締まりと消火活動の強化である。林業

省は9月中旬に関係企業を呼びつけ該当コンセッショ

ン・エリアにホッI､スポットが出ている場合は今後の

改善措置を示した書類を9月中に提出することを義務

づけた。火入れを行ったとみられる企業は154社で，

このうち書類提出のなかった29社について10月初旬

事業許可の取り消しを決定している。一方，農業省は

オイルパームなどのプランテーション企業でホットス

ポッI､が検出された242社を調査し，このうち火入れ

を行ったとみられる29社について15日以内に異議申

立てがない場合は制裁を加えるとしている。

また,林業省は9月下旬になり造林基金から26億ル

ピア，一般予算から5億ルピアを消火活動に当てるこ

とを決定した。これらの資金を用いコンセッション企

業の職員等約8,000人が消火活動に当たっている。し

一

ー
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写真②
ジャンビ市内の

煙霧の状況

(97年10月上旬）
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かし,無風状態の中で厚く立ちこめた煙霧は10月に入

ってもカリマンタンとスマトラの大部分を覆い尽くし

たままだ。

今年の異常乾季は5月にエルニーニョ現象が観測さ

れた時点で確実に予測できていた。シンガポール政府

から煙害に関する最初のクレームがついたのも5月の

ことである。その後本格的な乾季を迎え，各地でホッ

トスポットが検出されるとともに，煙霧は日増しに濃

くなっていった。8月にはテレビの全国ニュースで毎

日のように森林火災と煙害の状況を長々と報道した。

また，森林火災と並んで異常乾季による渇水も各地で

深刻な問題となり，水不足によるチフスなどの疫病も

各地で蔓延した。飲み水にも不自由する状況であるか

ら消火用の水の確保がいかに困難であったか想像がつ

く。そして，このような状況に至ってもインドネシア

政府はほとんど何の具体的対策も取っていなかったの

が事実である。

9月に入り隣国の煙害がますます深刻さを増し，9

月16日のアセアン環境閣僚会議ではスハルト大統領

自らが参加国の代表者に謝罪した。また，9月下旬に

はマレーシアより消火援助部隊1,500人の派遣申し入

れがあり，いよいよ政府としてはただじっと雨季の到

来を待っているだけではすまされぬ事態に追い込まれ

た。そこで，遅ればせながらも前述した企業の火入れ

取り締まりと，緊急予算の措置を取ったわけである。

■今回の森林火災と煙害の背景■

それでは，なぜ森林火災と煙害がこのような規模に

まで拡大したのか。インドネシアではエルニーニョ現

象による異常乾季とそれに伴う大規模森林火災および

煙害が周期的に発生してきた。近年では1991年と94

年にやはり国際問題化している。しかし，今年これほ

林業技術No.669199712
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写真③南スマトラ州パレンバン付近のゴム園火災(97年10月上旬）
（消防庁消防研究所山下邦博氏撮影）

嘩一幸至一

g寡I廊

雲蟻
写真④

。A"曲I,E≦鯵一、繍鍾画｡"3__ﾐー ‐・

空から森林火災現場を偵察する東京消防庁へり

（97年11月，ランプン州）

どまでに大規模化した背景には,1990年ごろから本格

化した産業造林の急速な拡大とプランテーション造成

や移住地開墾のための林地伐開がかなりの規模で進ん

でいることが考えられる。また焼畑の火入れは遠い過

去から繰り返されてきているが，近年の人口急増に加

え伐採道路の延長による焼畑の奥地化と焼畑民のチェ

ンソー使用によりその規模は拡大しているものと考え

られる。

ところで，農業大臣は森林火災と火入れの総面積の

うち，80％は産業造林とプランテーションの火入れで

あると9月初旬に発表している。正確な調査は今後の

ことだろうが，おおよそこの数字は妥当だと思われる。

つまり，煙害に関していえば，その原因の大半は，産

業造林とプランテーションの火入れである。これらは

森林火災や焼畑の火入れとは異なり，政府のコントロ

ールが十分可能な企業による経済行為である。政府の

対策がしっかりしていれば今回の煙害による国際的な

環境破壊はここまでに至らずにすんだのかもしれない。

■インドネシアの森林火災の特徴■

森林火災は可燃物の燃える位置により3タイプに分

類される。つまり，火が樹冠にまで達するく樹冠火>，

火が林床をはい樹木の根際を焼くだけで樹冠には達し

ないく地表火>および火が地中に潜り地中の石炭層や泥

炭層を焼くく地中火>である。湿潤な熱帯地域に普通見

られるタイプは地表火である。火はかなりの速さで地

表をはい，丈の低いブッシュ，落葉や枯れ草を焼く。

また，スマトラおよびカリマンタンの低地部は広大な

泥炭層が分布しているが，泥炭層が乾燥すると燃えや

すい状態となる。地表火が地中に潜り地中でくすぶり

続ける地中火となる。泥炭層は植物の遺体が水分のた

め十分に分解されずに長い年月をかけて地中に堆積し

e



たものであり，その厚さは場所により異なるが2～6

mあるいはそれ以上の地域もある。地表火では可燃物

の鎧は限られているが，泥炭I曹の可燃物量は1m2当

たり数トンにも達し，いったん火がつくといつまでも

燃え続けることとなる。泥炭層の火災は消火が極めて

困難である。地表から水を掛けてもスポンジ状態の泥

炭層表層に吸収されてしまい，奥まで水が届かない。

また，通常の林地で行う防火帯を作っても火は地中を

伝わって延焼するため効果はIIIない。泥炭層地域では

深さ2～3mの溝を掘り，溝の中に水を蓄える方法が

唯一確実な予防策である。

■わが国の協力■

今回の非常事態に対し，消火専門家と医師から成る

第一次緊急援助隊が9月29日～10月10Hの期間，ま

た，ヘリコプターによる空中からの森林火災情報の提

供を目的とする第二次緊急援助隊が10月22～11月

1111の期間派遣されている。また，ジェットシュータ

ー600台，携帯用ポンプ50セットなど合計9000万円

相当の消火用機が供与されている。

ここで，筆者がチームリーダーとして参加している

インドネシア森林火災予防プロジェクトについてその

概要を紹介しよう。当プロジェクトはインドネシアに

おける森林火災の減少と煙害の緩和を目的として，

1996年4月に5年計両でスタートしている。林業省自

然保護総局をカウンターパート機関とし，ボゴールの

プロジェクト・オフィスとジャンビ州，西カリマンタ

ン州にそれぞれ設けたプロジェクト・サイトにおいて

次の3分野の協力を展開している（図参照)。

(1)早期警戒／早期発見：気象衛星「ひまわI)」によ

る煙霧およびNOAAによるホットスポットの情繩を

もとに森林火災の早期発見・モニタリングを行い．さ

らに地形，土地利用，植生等のデータを組み合わせ森

林火災の危険性の高い地域を判定する｡現在までに｢ひ

まわり」の煙霧とNOAAのホットスポッI､を|剣一画

面の上に重ね合わせプリントアウl､し森林火災の状況

を確認する技術を確立しており，毎'1定時に受信・作

成した両面を消火対策の基本資料として活用すべく，

毎|-|林業省に提供している。

(2)普及・訓練：地域住民を対象とした森林火災予防

のための普及・啓蒙活動および地域住民，地方の関係

機関の職員等を対象とした初期消火訓練を実施する。

普及プログラムではパンフレット,パネル,スライドな

どの教材を併用し，村民一般向けの普及用映画の上映，

村民代表者による会議，小学生によるポスターコンテ

スト等普及対象に応じて内容を祓夫している。また，

【）

写真⑤ジャカルタの林業省における林業省,JICA,EU,
GTZの共同記者発表(前列左から2人目が筆者）

訓練はii'i火方法の識瀧と野外でのハンドツールを用い

た演習からなる｡今年は,それぞれのサイトで2週間ず

つ実施し，参加者は延べ4,000人と見職もられる。

(3)住民参加型手法：森林火災予防に有効な森林管理

技術を提案するとともに，ジャンビ州のサイトで国立

公園の森林を火災から守るためのグリーンベルトを地

元佐民参加の下で試行･造成する。現在までに,ジャン

ビ州サイトでの住民の生活や土地利用状況等に関する

基礎的調査を終了し,現在,グリーンベルト造成に関す

る住民の意向，適正造林樹種等の調査を行っている。

以上の活勤のほかに，プロジェクト・サイトの所在

する州，県，郡において，それぞれの地方政府が主催

する森林・原野火災対策委員会に参加し，当プロジェ

クトの活動状況を紹介するとともに，森林・原野火災

予防の亜要性を呼びかけている。

■おわりに■

新聞，雑誌では煙害問題の黄任者は誰かという論調

の記事が目立つ。インドネシア木材業界のトップは相

変わらず続く焼畑民の火入れが大きな原因であると非

難するが,一方,あるN()Oは産業造林を行う大企業が

禁止されている火入れを行っているからだと指摘する。

果ては煙害はエルニーニョ現象による天災で政府の寅

任ではないとする閣隙も現れる始末。

しかし問題はインドネシア人の国民性にあるように

も思う。「火入れは遠い昔からやってきたことである

し，たまには森林火災も起こるだろう。しかし，雨季

が訪れれば解消することだ」というのが，少なくとも

これまでの一般的なインドネシア人の考え方であった。

熱帯地域特有のこのおおらかな国民性が，森林火災と

火入れおよびそれらに伴う煙審の問題をここまで助長

してきたのだともいえよう。今年の大森林火災と煙害

を教訓として3年後の2000年に予測される異常乾季

に備えてあらゆる対策を綱じ，再びこのような環境破

壊が起こらないよう万全の努力をすべきである。

休堆技術N(),6691997.12
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平成4年(1992）の地球サミットにおいて「森林に関する原則声明」が採決されて以来，「生物多

様性条約」「気候変動枠組み条約｣と矢継ぎ早に地球規模での森林がらみの問題が提起されてきてい

ます。国際的な森林整備の推進に当たっては，わが国のもつ先進的な技術と経済力を背景として，
相応のイニシアチブを取るべき時期に来ているのではないでしょうか。

特集 識識識'画認瀧溌毎懇琴曇…鱗鷺ULr

lL■

DJF

l，4

，qよ■らf
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ずﾏ鰯
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｢緑のネットワーク｣の確立に向けて
一『国際的な森林整備の推進に関する懇談会』の提言－佐々 木惠彦

昨年の7月，林野庁長官の私的諮問機関として，
｢国際的な森林整備の推進に関する懇談会』が設けら
れた。その目的は，持続可能な森林経営の達成に向
けての国際的な検討が活発化する中，わが国なりの
対応や取り組みのあり方を探ることである。
検討の内容が幅広いことから，懇談会の委員には，
森林・林業分野の有識者はもとより，外交，報道
ボランティア活動などに班富な経験を持つ15名が
選ばれた(別表参照)。座長は，幾多の先輩諸氏がお
られる中，借越ながら私が仰せつかることになった。
懇談会は，昨年の7月以降7回の会合を開催した。
林野庁の担当者からは,毎回のように最新の国際動
向につき説明を受けたのがたいへん役に立った。ま
た,静岡大学の角張嘉孝教授と東京大学の井上真助

教授から，それぞれアフリカなどの乾燥地やボルネ
オの奥地での森林の減少・劣化の実態につきお話を
伺えたのも有益であった。
今年の7月，懇談会は「緑のネットワークの確立
に向けて」･と題する報告譜を取りまとめて|淵会した。
6月に開催された環境と|淵発に関する国連特別総会
(UNGASS)の結果なども踏まえて取りまとめたも

のであり，今後の国際対応などを考える際に大いに
参考になると思われるで，特に提言部分の内容につ
き紹介したい。

「国際的な森林整備の推進に関する懇談会」＜委員＞
（慨併i¥とりまとめ当時。＊印は朧提）

秋山智英国際線化推進センター理事長
甘利敬正南方造林協会会長
石弘之東京大学大学院総合文化研究科教授
岩崎駿介市民フォーラム2001代表
大沢雅彦千葉大学理学部教授
大角泰夫森林総合研究所多摩森林科学園長
尾上幹雄静岡県森林組合連合会副会長
*佐々木惠彦日本大学生物資源科学部教授
佐藤静代ICA文化事業協会理事長
曽野綾子作家，日本財団会長
中平立前駐カナダ日本国大使館特命全権大使
藤崎成昭アジア経済研究所海外調査員
緑川賢一秋田県木材産業協同組合連合会理事長
安田喜憲国立国際日本文化研究センター教授
渡辺桂前JICA国際協力専門員

●提言の内容●

懇談会の提言は，大きく分けてrlu界的な取り

林業技術K《〕､6691997．12
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｢|本大学生物資源科学部教授

組み戦略」と「わが国の行動」という2つの部分

から成っている。まず,世界的に何がなされるべき

かを論じ,それを踏まえ,わが国は何をなすべきか

を明らかにしようというのがその趣旨である。以

ド，その順序に従い稿を進めていくこととしたい。

1．世界的な取り組み戦略

今年の3月に国連食糧農業機関(FAO)が公表

した世界の森林現況1997年(SOFO1997)によれ

ば，世界の森林面積の半分以上を占める熱帯地域

の天然林は，1990～1995年の5年間だけでその3

％余りが失われたとされる。毎年，日本の面積の

1/3に相当する1,290万haの森林がなくなっ

たことになる。

このように急激で大規模な森林の減少は，それ

が分ｲliしている国や地域の環境や産業に影響を及

ぼすだけでなく，世界的な気候パターンの変化や

貴箪な遺伝子資源の喪失をもたらすなど，地球の

環境や人類の未来をも左右する大きな問題である。

このため，個々の国や個人が森林問題に十分な認

識と責任感を持ちつつ，国際的に一致協力した取

り組みを進めていくことが不可欠なのである。

(1)「緑のネットワーク」の確立

懇談会は，こうした観点から「緑のネットワー

ク」という考え方を打ち出し，その世界的な展開

を提唱している（図①参照)。各国政府，国際機

関，研究組識，市民団体，民間企業などが，それ

ぞれの資金，技術，人材などを有効に活用し，一

体的に取り組みを進めていくための基盤づくりが

まず重要との考え方である。

「緑のネットワーク｣は，具体的に次のような部

分から構成される。

①現場レベルの活動,国レベルの政策,世界しべ
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（

委員会）

ジェンダ21がある。また，そ

の後，森林に関する政府間パ

ネル(IPF)の下で具体策の検

討が行われ，今年の2月には

130項目以上の行動提案が合

意された。これらの特徴は，

実施を義務づける拘束力やそ

れを国際的に支援するための

メカニズムを持たない点にあ

る。また,IPFの行動提案を

効率的，効果的に実施してい

その体系化と資金などの確保

である（図②参照)。

｢緑のネッI､ワーク｣の頂点を

くためには，その体系化と資金などの碓保

が大きな課題である（図②参照)。

すなわち，「緑のネッI､ワーク｣の頂点を

．．なす世界レベルの合意には，地球サミット

以降着実な進展は見られはするものの，い

まだその実効性には強化すべき余地が残さ

れていると言えよう。実効ある国際合意の

…条件としては，次の3点が考えられる。

①国や現場レベルでの政策や行動に展開

しうる具体的な内容

②世界レベルでの協力を確保しうる効率

的なメカニズム

．.．③各国のコミットメントを長期にわたり

確保しうる権威

このような観点から，懇談会は，各国の責任や

副分担，世界的な行動計画や実行メカニズムな

地球サミット
(UNCED)

1992年

基準・ｷ剴粟づくり

1993～1995年
甲一■一宇一一===■凸■凸凸子今土凸---今a●■｡■■①■ﾛ画■｡●｡-や今b■●O●●_

森林に関する政府間バネ
(IPF)

1995～1997年

森林に関する政府間フォー
(IFF)

1997～(2000)年

(森林条約に関する政府間交渉
(INC)

(2000～2002年）(2000～2002年）堅=←--.,,．翰一一面塾型測り'｡､／､〃ーハ聖一郭

………..….…………….……………..……………..…….~一………………~~~一=…~一.………..．③各国のコミットメントを長期にわたり
（傘）森林に関する国際合意の進展状況 確保しうる権威

ルの合意の間での双方向的な調整(垂直ﾘﾝｸ）このような観点から，懇談会は，各国の責任や

②現場レベルや国レベルで行われる類似した活役割分担，世界的な行動計画や実行メカニズムな

動の間での世界的な連携や連帯(水平リンク）どを体系的に定めた「森林条約」の策定を提唱し

③森林に係わる多様な関係者の間に形成されるている。r森林条約｣が策定されれば，各国での森
現場レベル，国レベル，世界レベルでの協調林計画などの充実強化を通じ，林産物の供給見通

や協力（パートナーシップ）しが明らかとなり，世界的な木材需給の安定にも

このような「緑のネッl､ワーク」を確立するこつながることが期待されよう。

とにより，各国や現場の実態に合った政策や活動（3）「モデル森林」の世界的な展開

が，世界的な合意に基づきつつ効率的に行われる一方，「緑のネットワーク｣の底辺をなす現場し

ものと期待される｡また,国や現場レベルでの取りベルでの活動は。世界レベルの合意や国レベルの

組み経験を踏まえ，世界的な合意がいっそう実効政策を実施していくうえでなくてはならないもの

あるものに発展していくことも考えられる｡｢緑のである。地球サミット以降，持続可能な森林経営

ネッl､ワーク」は，多様なレベルでの取り組みをの考え方については，基準・指標づくりなどを通

継続的に発展させていくための枠組みなのである。じて次第に明らかになってきた。しかしながら，

（2）「森林条約」の策定それを踏まえ，現場レベルでどのような活動を行

これまでに達成された世界レベルの合意としてうべきかについては，いまだ明確なイメージがな

は，地球サミットで採択された森林原則声明とアいのが実態である。

図、

林業技術N().6691997.12
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持続可能な森林経営と

は,IPFで事務局長を務

めたカナダ天然資源省の

マイ二元次官補の言葉を

借りれば,｢森林生態系の

活力を生かしつつ，現在

と将来のニーズにバラン

ス良く対応していけるよ

うな取り扱い」であると

いう。このような認識に

立てば，現場レベルでの

活動を明確にするために
イ

は，次の3点が明らかに7，′
『.．~..~‘.‘.~‐．．‐~~~‘･‘！

される必要があろう。離亨塞錘I奇一

①森林生態系の適切な

取り扱い方法（エコ

システム・マネージメント）

②多様なニーズの把握と調整手法（パミ
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図③モデル森林の概念

や国際合意の形成にリーダーシップを発揮してい

くことであろう。

(1)「森林条約」策定への職種的な貢献

地球サミットの開催から5年目に当たる今年の

6月,環境と開発をテーマに第19回国連特別総会

(UNGASS)が開催された。その結果，国連の下に

森林に関する政府間フォーラム(IFF)を設け，

2000年に向けて,IPFの行動提案の実施促進方策

の検討などとともに，「森林条約｣などの国際的な

協定やメカニズムの内容の検討と合意づくりを進

めていくことが合意された。

懇談会は，世界レベルの合意を強化し「緑のネ

ットワーク」をより強固なものとしていくため，

わが陸'としてもIFFでの検討に積極的に参画し，

｢森林条約｣の実現に向けて貢献して行くべきこと

を提言している。わが国の取り組みとしては，具

体的に次の3点が提案されている。

①森林原則声明，アジエンダ21,IPFの行動提

案などの内容を体系的に整理し，わが国なり

の条約案を作成し提案する。

②2002年に予定されている国連特別総会での

署名開放に向けて，2000年での合意形成と

2002年半ばまでの交渉終結を目指す。

③国際熱帯木材協定(ITTA)が｢森林条約｣の

母体またはその一部となりうるよう,ITTO

への支援を拡充強化する。

②多様なニーズの把握と調整手法（パテイシペ

トリー・マネージメント）

③状況変化への柔軟な対応方策（アダプティ

ブ・マネージメント）

このため，懇談会は，まず各国に｢モデル森林」

を設け，現場レベルの活動のあり方を実地に探る

ことを提唱している。すなわち，一定のまとまり

のある地域を対象に，地方政府，地域依民，地元

のNGO,研究機関,企業などが参加し，持続可能

な森林経営のパイロット活動を行おうというので

ある（図③参照)。

2．わが国の行動

これまでわが国は，国際協力事業剛(JICA)を

通じて1,500名以上の専門家を開発途上国に派適

するなど，森林分野の国際協力に率先して取り組

んできた｡また,国際熱帯木材機関(ITTO)を誘致

し，その活動を強力に支援してきた。さらに,IPF

に対しては，その検討を深めるための専門家会合

を開催するなど，積極的な貢献を果たしてきた。

国内的にはODAの削減が強く求められる中，

世界有数の経済大国であり木材輪入国であるわが

国に対しては，いっそうの国際貢献を期待する声

が世界には高い。このような状況の中でわが国が

なすべきことは,各I型や国際機関,NGOや民間企

業などと協力しつつ，効率的で実効ある国際協力

林業技術No.6691997．12



(2)実効ある取り組みへの秋極的な支援

森林の開発や転用への圧力が高く，財源や技術

が不十分な開発途上国では，持続可能な森林経営

を進めていくためには国際的な支援が不可欠であ

る。懇談会は，限られた資金や人材を可能な限り

有効に活用するため，「緑のネットワーク｣の考え

方に基づき，次のような国際協力を推進すべきこ

とを提言している。

①IPFの行動提案などの世界レベルでの合意

に基づく国際協力

②各国政府,関係国際機関,NGOなどと効果的

に連携した国際協力

③森林に深く係わる地域住民などの理解と協力

に基づく国際協力

また，熱帯林を中心とする開発途上国の森林で

は，森林生態系の仕組みが複雑であり，森林と人

間との関わり合いも密接で多様である。このため，

懇談会は，各国の実態を踏まえた効果的な国際協

力を推進していくため，これまでの経験を踏まえ

つつ，森林の分布や経済発展の状況などのパター

ン別に「国際森林協力戦略」を作成すべきことを

提言している。

(3)政府レベルでの取り細み

持続可能な森林経営への取り組みには，成果が

出るまでに長期間を要するものが多く，経済的な

メリットが期待できない場合も少なくない。特に，

自然条件が過酷で社会資本などが未盤備な低開発

途上国では，民間レベルでの投資や技術移転が実

質的に困難なことから，政府レベルでの国際協力

が重要な役割を担っている｡

このため，懇談会は，国連特別総会(UNGASS)

の際に橋本総理が発表した21世紀に向けた嚥境

開発支援構想(ISD構想）なども蹄まえつつ，次

のような取り組みを進めていくべきことを提言し

ている。

①｢モデル森林｣とその世界的な連携のためのネ

ットワークづくりへの支援

②各国や国際機関によるIPFの行動提案の実

施への支援

(4)ボランティアレベルでの取り組み

近年，ボランティア活動の一環として，開発途

上国で植林を行う市民団体や民間企業が贈えてい

13

る。しかしながら，このような植林地の中には，

その後の手入れが不十分なために消滅してしまう

ものも少なくない。また最近各国では，森林所有

者などの自発的な意志に基づき林産物の認証・ラ

ベリングの導入が進められてきているが，小規模

森林所有者への導入については課題が少なくない。

このため，懇談会は，このようなボランティア

レベルでの活動を支援するため，次のような取り

組みを進めていくべきことを提言している。

①植林を行うボランティア組織と地域住民との

協力体制づくりへの支援

②認証・ラベリングの小規模森林所有者への適

用に関する検討

(5)企業レベルでの取り組み

開発途上国での経済発展や人口増加に伴い，世

界の林産物需要は今後とも大I隔な拡大を続けてい

くものと見込まれる。他方，利用可能な森林資源

は，質，域ともに減少していくことが予想される。

このような中で，わが国の紙パルプ企業などは海

外での造林に高い関心を持っており，その適切な

惟進が必要となっている。

このため，懇談会は，環境保全措置や環境モニ

タリングなどに関する「施業ガイドライン」の業

界団体による自主的な制定を助長し，支援すべき

ことを提言している。

鯵おわりに鐘

わが国の外交や国際協力には顔が見えないとよ

く言われる。その原因の一端は，都合の悪いこと

を排除するネガティブチェックだけの国際対応や

要請の中から円滑に実施できそうな案件だけを実

施する陸l際協力にあるだろう。今ほど，わが国な

りの見識と自信を持って国際貢献を進めていくこ

とが求められているときはない。懇談会の結果が，

それに役立つことを願って止まない。

懇談会での検討に熱心に参画していただいた委

員の皆様方には，心より御礼申し上げる。本稿の

内容が報告書と異なるところがあるとすれば，ひ

とえに私の責任である。最後に，このように有意

義な検討の機会を与えて下さった林野庁長官に深

く感謝申し上げるとともに，資料の作成などを通

じて懇談会での検討を支援していただいた林野庁

計画課の皆様方に厚く御礼申し上げる。

林業技術No.6691997.12
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魚
森林を巡る近年の国際動向 後藤腱 ごibごとうけん

林野庁企而課課長補佐(総括）

欧州諸国は，急激な熱帯林の減少・劣化への危

機意識を背景に急速に森林条約の策定に傾き，一

方熱帯林保有国は，森林の取り扱いが制約される

との危機感を募らせた。激しい論争が展開された

が，わが国が森林憲章の採択とステップ・パイ・

ステップでの取り組みを提案したこともあり，法

的拘束力はないが権威ある国際合意としての森林

原則声明の採択で妥協がI叉'られたのである。

霧持続可能な森林経営の考え方鰯

地球サミットで採択された森林原則声明やアジ

ェンダ21を貫くのは9r持続可能な開発(Sus-

tainableDevelopment)」という考え方である。

これは，地球環境の悪化や天然資源の枯渇が人類

の発展を阻害するとの認識に立ち，環境の保全や

賢明な資源利用を通じて経済社会の発展を持続さ

せていこうという考え方である。

「持続可能な森林経営(SustainableFol･est

Management)」とは，この持続可能な開発の実現

手段の一つであり，言葉を補えば「人類の持続的

な発展を実現するために実践されるべき森林の取

り扱い」を意味している。ここで言う「manage-

ment｣とは，営利行為としての経営ではなく，取

り扱いという幅広い概念であることには注意が必

要であろう。

言うまでもなく，森林は人類の生存や発展に不

可欠な財やサービスを提供してくれるが，その源

泉は活力ある森林生態系である。このような考え

方に立てば，持続可能な森林経営とはr森林生態

系の活力を維持・活用しつつ，人類の多様なニー

ズに永続的に対応していけるような森林の取り扱

い」と表現することができよう。

、活発化した基準・指標づくり●

地球サミットから1年後の1993年6月,欧州諸

国連食縦農業機関(FAO)が今年の3月に発表し

た世界森林現況].997年(SOFO1997)によれ感世

界の天然林は,1990～95年の5年間に毎年1,370万
haの割合で減少したとされる。1980～90年の年間

1,550"haというペースに比べれば,減少速度はや

や鈍ったかに見える。しかしながら，推定に伴う誤

差を考えれば，世界の森林は依然急速に失われつつ
あると‘いうのがSOFO1997の示すところであろう。

他方，森林を巡る国際的な動|剛はゥ地球環境間題
画多くが条約の締結とその下での対処という形で進
められてきているのに対し，ここ数年間停滞してい
るかに見える。しかしながら，最近の動き篭たどり，

その全ぼうを眺めてみれば，そこには国際社会の努
力の跡を見ることができよう。

筆者は，1994年以降，国連などでの森林に関する
議論に直接かかわる機会を得た。その間，各国や国

際機関に多数の同僚や知人を得て，検討の一端を担

い，あるいは論争に翻弄されるという得難い経験を

した。以下にそれを簡潔に取りまとめ，近年の国際
動向に関する読者の理解の一助としたい。

●出発点としての地球サミット●

森林を巡る近年の国際動向を語るとき，その出

発点は，常に1992年6月にリオ・デ・ジャネイロ

で開催された地球サミット(UNCED)である。今

|~1,国際会議の議題に上る事案の多くは，この地

球サミッI､と1990年8月からlll1始されたその準

備プロセスでの論議に端を発している｡中でも,地

球サミットでの論議を特徴づけ，いまだに論争の

中心にある森林条約の問題は，そこから始まった。

1990年5月，気候変動枠組条約の下での森林に

関する議定書づくりが検討されていたさなか，

FAOの熱幣林行動計画(TFAP)の評価チーム

は，森林に関する独立した条約の締結を提案した。

このアイデアは当時のブッシュ大統領の関心を引

き，1990年7月に開催されたヒューストンサミッ

トの宣言文に盛り込まれ，一挙に国際的な注目を

集めることになった。
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国はヘルシンキで閣僚会合を開催し，持続可能な

森林経営の基準・指標の策定を決定した。その背

景には，森林条約を巡る地球サミッ|､での論争の

中で，欧州での大気汚染などによる森林劣化の問

題が指摘されたという経緯がある。こうして，林

業と環境保護の先進地域としてのプライドをかけ

て始められたのが，いわゆるヘルシンキ・プロセ

スである。

さらにその1年後の1994年6月には,地球サミ

ットで基準・指標づくりを提11周したカナダが中心

となり，モントリオールで専門家会合が|淵催され

た。そして，欧州諸陛|に続き，カナダ，米国，ロ

シアなども基準・指標づくりに取り組むこととな

った。これがいわゆるモントリオール・プロセス

である。日本も当初からの活発なメンバーであり，

1994年11月にはその第5回会合を東京で|淵催し

ている。

持続可能な森林経営の基準･指標とは,ひと言で

言えば「森林の状態を大雑把に把握するためのチ

ェックリスト」である。指標に沿って定期I'I9にデ

ータを集めていくことにより，｜型全体としての森

林の状況や変化を把握しようというのがその考え

方である。このような基準・指裸づくりがもたら

した大きな成果は，その検討作業を通じて参加I｣il

間に相互理解が深まったこと,そして,持続可能な

森林経営の概念が明らかになってきたことである。

鰯国連の下での検討の始まり⑤

1995年4月,国連持続可能な開発委員会(CSD)

の第3回会合がニューヨークで開催された。森林

分野などでの地球サミット以降の取り組み状況の

レビューと，さらなる取り組み方策の検討を行う

ためである。CSDとは，国連の経済社会理事会の

下に設けられた常設の委員会であり，40章からな

るアジェンダ21のフォローアップを行うのがそ

の任務である。

このCSDとその直前に開催された準備会合で

は，だれもが森林条約やODAを巡る先進国と開

発途上国の対立を予想した。しかしながら,R本

を含む12カ国での検討を通じて議論は急速に収
束し,CSDの下に森林に関する政府間パネル
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(IPF)を設け，具体的な取り組み方策の検討を行

うことが数時間のうちに合意されたのである。

地球サミットから2年足らずを経て国連の中に

検討の場が設けられたことは，ひとつの大きな成

果であった。世界が注視する中での検討は，前向

きな結果を生み出す可能性が高いからである。こ

うした動きの背景には，基準・指標づくりなどの

先進国側の努力が評価されたこと，国家計画の樹

立などを通じて開発途上国側にも自信が深まって

きたことなどが挙げられる。そして何よりも大き

な原動力となったのは，森林分野でも何かを始め

なければという強い危機意識であった。

●国際的なブレーンストーミング鯵

IPFは,1995年9月にその第1回会合をニュー

ヨークで開催し、11の検討項目や検討スケジュー

ルなどを決定したが，その原案を作成したのがカ

ナダ，ニュージーランド，そして日本であったこ

とはあまり知られてはいない。これら3カ国の担

当者は，週末を費やして3ページの文案を作成し

た。これが,EU以外の先進国の集まりである

JUSCANZ(ジュースの編と発音する）の提案と

なり，開発途上国の集まりであるG77+中|封や

EUとの協議を経て採択されたのである。

IPFは,1996年の3月と9月に第2向と第3回

の会合をジュネーブで開催し，密度の高い検討を

行った。またその前後には，各国の主催により11

件の専門家会合などが開催され,IPFの検討項目

につき議論を深めた｡わが国も，1996年11月にカ

ナダ,マレーシア,メキシコとの共催,FAO,ITTO,

高知県の後援により国際ワークショップを高知県

内で開催している。1997年2月,IPFはニューヨ

ークで第41画|会合を開き，130余りの行動提案を

取りまとめて検討を終了した（表①参照)。

今IPFを振り返れば,それは1年半足らずとい

う短期間に行われた壮大なブレーンストーミング

であったと言えよう。森林に関するあらゆる事案

が取り’二げられ，それゆえに議論は混乱を極めた。

しかしながら，そうした中から，これまで各国，

国際機関,NGOなどの間で共同歩調が取れなか

った多くの事案につき，一定の方向性が打ち出さ

林業技術No.669199712
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表①IPFの行動提案の例

○各国は，地域住民の参加などに配慮した国家的な森林プログラムを策定し，実施すべき（検討項目
｜、1）
○各国は，共通の手法を用い，森林の減少・劣化の原因に関するケーススタディを実施すべき（検討
項目｜，2）
○各国は，森林に関する伝統的知識(TFRK)の保護に関する法的な枠組みや政策のあり方につき検
討すべき（検討項目l.3)

○各国は，乾燥地や半乾燥地の貴重な生態系を保全するための保護区を設けるべき（検討項目1.4)
○FAOは,各国,関係国際機関などの意見を聞きつつ,低森林被覆国の実用的な定義を作成すべき(検
討項目｜，5）
○国連機関は，最も適切な技術と最も効率的な技術移転のあり方につき調査を行うべき(検討項目l1)
○FAOは,各国，関係国際機関などと協力し,2000年森林資源評価を実施するとともに,その成果を
国際的に共有すべき（検討項目lll.1)

○基準・指標づくりへの未参加国は，直ちに取り組みに参加し，援助機関はこれに必要な技術的，資
金的な支援を行うべき（検討項目|||、2）
○関係国際機関は，それぞれのマンデートの下で，自発的な認証・ラベリング制度につきさらに研究
を進めるべき（検討項目IV)
○関係国際機関は，「森林に関するインターエージェンシー･タスクフオース(ITFF)」の活動を継続
すべき（検討項目V.1)

第19回国連特別総会のようす

れたことは特筆に値しよう。今後，これらの行動

提案を着実に実施に移していくことが国際社会に

課せられた課題である。

●森林条約を巡る対立●

IPFは，大きな成果を上げる一方でいくつかの

未解決事案を残した。行動提案がオプションの形

で記載されている4つの事案である。具体的には，

持続可能な森林経営のための国際基金の創設，林

産物貿易に関する汎世界的な協定の締結，一方的

な熱帯木材の輸入禁止措置の撤廃，そして森林条

約の締結である。いずれも国際的な協定やメカニ

ズムにかかわる問題である。

IPFの第4回会合では，直ちに森林条約を締結

すべしとの主張と森林条約の必要性が不明である

との意見が鋭く対立した。前者のリーダーは言う

までもなくEUであるが，後者の顔ぶれは地球サ

ミット当時とは大きく変わった。すなわち，マレ

ーシアやインドネシアなどの熱帯林保有国の一部

林業技術N().6691997.12

一は森林条約に職種的となり，雌も強く反対し

鍔た噸違懸麓柵症,,“
雲堂繍嘉壹麓鱸警雲窒篶鱸鰡
多くは，持続可能な森林経営の達成のために

篝は多様な森林の機能がバランスよく発揮され

毒雲縦簔懸'し髄灘憾鑿
－つある。他方，米国では，産業界や議会など

が条約の下での規制強化に懸念を深めつつあ

るというのがその方針転換の背景のようである。

●国連特別総会での妥協●

1997年4月,CSDの第5回会合がニューヨー

クで開催された。過去5年間のフォローアップの

総括と今後の方向づけがその目的である。そこで

注目を集めたのが森林条約の問題であった。しか

しながら，会議冒頭の閣僚レベルの会合と繰り返

し開かれた事務レベルでの会合のどちらでも，両

者の歩み寄りは見られず，何ら進展のないまま

CSDは終了せざるを得なかった。

2カ月後の1997年6月には,地球サミットから

5年月という節にIをとらえ，持続可能な開発への

政治的意志の結集を目的に第19回国連特別総会

(UNGASS)がニューヨークで|荊催された。そこで

は，事務レベルでの折衝に限界が見られた森林と

気候変動の問題につき，閣僚レベルでの協議が数

度にわたり開催された。通常の減説形式ではなく，

各国の大臣がにl角泡を飛ばして談論したのである。
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表②IFF,の検討スケジュール

ガテゴ眺一
_-.--一一‐‐”"．、蹟

．~．澪.．

"驚蕊蕊羨蕊舞鋳メント
：．．‘‘‘

第4回金合
〈2卿年2－3蕊

溌
韓
蜘
蕊
鋸
謹

第2回会合：
(19鰐譲憲一＃識

篝3回会合

灘鱸譲興～3露）ｊ露
合
３蕊

零

IIPFの行動提案の実施
促進方策などの模討

伺
一
ｂ
一
画
一
ｂ
｜
側
一
仙
一
。

IPF行動提案の実施促進万策

進捗状況のモニター

新たな国際基金の創設

貿易と環境の調和方策

技術の移転万策

IPF検討項目のさらなる検討

森輔関連条約等の分析

フオローアップ

本格検討

本格検討

フォローアップ

夛誹国憲アップ

本格検討

フズローアツプ

最終報告書とりまとめ

同上

同上

同上

同上，§

同上

同上1，

本格検討

事前検討

襄前様討
本格検討

本格検討
D－

事前検討
一

本格検討

IIIPFからの懸案事項な
どの検討

灘
↓
も
争
壁
尹

守

ｂ

リ

グ

凸

III国際協定や国際メカニ
ズムの検討

国際協定や国際メカニズムの
内容の模討

事前捜討 本格検討 同上

そこでも，議長を務めたオランダとタンザニア

の大臣の調停案が否決されるなど，検討は困難を

極めた。最終的には，日本を含む8カ国間で妥協

案を作成し，これをもとに折衝が進められ，よう

やく妥協が図られた･CSDの下に森林に関する政

府間フォーラム(IFF)を設置し,IPF行動提案の

実施の促進と森林条約などの検討を行うことが合

意されたのである。

●2000年に向けた検討職

1997年10月,IFFの第1回会合がニューヨー

クで開催され,具体的な検討項目,検討スケジュー

ルなどが決定された(表②参照)｡IFFでの検討結

果は,2000年4月に開催されるCSDの第81可会

合に報告され，そこで森林条約などの国際的な協

定やメカニズムの交渉を開始するかどうかが決定

される。地球サミットから10年目の2002年には，

再び国連特別総会が開催されることとなっており，

これにlf1けて談論の廃り上がりが予想される。

森林原則声明の採択から，基準・指標づくりや

IPFでの行動提案の取りまとめに至る流れを見

るとき，国際的な枠組みやメカニズムの検討が最

後に残された重要課題であることには疑いはない。

CSD¥aUNGASSでの森林条約を巡る議論を支

配したのは,地球サミット当時と同様,条約という

ものに対する期待と不安であった。IFFでの客観

的かつ冷静な検討が強く期待されるゆえんである。

さらに,IPFで十分に検討できなかったもうひ

とつの亜要な課題がある◎130余りの行動提案は

相互に深く関連し合っており，バラバラに実施し

得るものではない。したがって，各国なりに行動

提案を適切にパッケージ化し，それを国際社会が

協力して実施していくことが不可欠なのである。

IPF行動提案の実施促進という観点から，この点

についても今後のIFFでの検討に強く期待される。

熱おわりに⑰

国際会議に出席してみれば，世界に占める日本

の存在を実感することができる。H本が発言を始

めれば，会場内はシンとなりメモを取る音がカサ

カサと響く。日本の発言内容は，良きにつけ悪し

きにつけ「日本が述べたように」と次々と引用さ

れる。世界最大のODA供与国,木材輸入国である

日本の振る舞いは，世界の注目を集めているので

ある。

それでは，国際協力の拡充や木材貿易の自由化

のみが日本が行い得る国際貢i縦なのであろうか。

国際通貨問題や地球環境問題が示すように，世界

は州互依存度を増しつつある。開発途上国での林

産物，食料，エネルギーなどへの需要は今後ます

ます拡大し，それが満たされる過程で生じる気候

への影響やそれが満たされない場合に起きる経済

や社会の破綻は，わが国にも大きな影響を及ぼす

のである。

このような状況の下で，わが国に期待され，ま

たわが国がなすべきことは，持続可能な森林経営

に向けてリーダーシップを発揮していくことであ

ろう。森林条約の内容や形態に関する客観的かつ

冷静な検討,IPFの行動提案の具体的かつ効率的

な実施方策の検討など，今後のI型|際論議に主導的

な役割を果たしていくことも，わがl.1<|がなし得る

大きな陸||際貢献である。
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トルコ・アンタルヤで開かれた
徳川浩一第11回世界林業会議の概要
とくがわこういち

平成9年10月13～22H,トルコのアンタルヤ市

においてトルコ林業省主催により第'1回鷺界林業
会議が開催された。この世界林業会議賎FAOの支
援により6年に1度開催される森林･林業分野では
最大規模の国際会議であり，世界の森林･林業関係
者が一堂に会し，行政・研究・産業分野での活動成
果や共通課題につき情報や意見の交換を行うことを

目的にしている。1926年ローマで開催された第1回

大会に始まり，最近では第5回シアトル(1960年）
｢森林の多目的利用｣，第6回マドリッド(1966年）

｢変動する世界経済における森林の役割』，第7回ブ
エノスアイレス（1972年)r森林と社会・経済発
展｣，第8回ジャカルタ（1978年）｢人々のための森

林.，第9回メキシコ（1985年）「社会の総合発展に
おける森林資源｣，第10回パリ(1991年）「森林一未
来への遺産」と特に5回大会以降は毎回テーマを掲
げて開催されてきている。過去の歴史を振り返ると，
そのときどきの重要な課題についての発表・討論の

場となっており，例えば前回のパリ大会はう､地球サ
ミット前夜という背景もあって大いに盛り上がった。
今大会は｢持続可能な開発のための林業：21世紀
に向けて｣をテーマとして掲げ，145カ国から森林・
林業分野の閣恢，行政担当巻研究者,:業界関係者
等が4,000名以上参加し，日本の桃野庁からも福島
次長ほか2名が出席した。

●会議概要●

13日の夕方,会場の中央にシンボル的に建設さ

れたガラス張りのピラミッド型会議場で開会式は

行われた。約2,400名収容可能な会場は参加者で

埋め尽くされ，アンタルヤのスバシ市長，トルコ

のタラノグル林業大臣,FAOのデューフ事務局

長，トルコのイマズ首相，デミレル・トルコ大統

領があいさつを行った。

翌14日の午前には,全体会合が行われ,FAOの

ハチャリック林業局長,I到際林業研究機関連合

(IUFRO)のバーレイ会長,森林に関する政府間フ

ォーラム(IFF)のマイニ事務局長，世界森林･持

続可能な開発委員会(WCFSD)のウルステン共同

林業技術N0.669199712
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写真①ピラミッド大会議場等会場風景

議長などから，持続可能な森林経営への取り組み

状況，考え方等につき基調講演が行われた。続い

て14日午後から21日まで，持続可能な森林経営

の基準の考え方に沿って8つのプログラムエリア

に分かれて，分科会形式で進められた。

「森林および樹木資源｣分科会では，①森林資源

の評ｲllliとモニター，②森林と気候変動，ならびに

森林の炭素吸llX源としての役割り，③森林と火災

等についての意見交換が行われた。また，「地域の

レビュー」分科会においてはモントリオール・プ

ロセス，ヘルシンキ・プロセス等の持続可能な森

林経営への多様な取り組み事例について発表があ

った。これ以外に，「森林，生物多様性および自然

的遺産の維持｣分科会，「森林の保護および環境機

能」分科会，「森林の生産的機能」分科会，琳業

の持続可能な開発への経済的貢献｣分科会，「持続

可能な開発への林業の貢献の社会的側面」分科会，

｢持続可能な林業開発のための政策,組織体制およ

び施策｣分科会が開かれ，38トピックにわたり各

分科会とも活発に発表および意見交換が行われた。

そして蛾終日，各国，国際機関,NGO等が取り

組むべき17項制の提案事項を艦り込んだアンタ

ルヤ宣言が拍手をもって採択され，カミログル事



写真②大会全体会合のようす

務局長，ハチャリックFAO林業局長およびタラ

ノグル林業大臣のあいさつにより閉会した。

③非公式林業担当閣僚会合鋤

また今大会では，世界林業会議開催の機会をと

らえ，131二|，アンタルヤ市内のファレスホテルに

おいて，50カ国から約80名の閣僚級のメンバー

が参加し非公式林業担当閣僚会合が開催された。

これは各国の森林・林業を担当する閣僚などが共

通の関心事項につき非公式な意見交換を行うこと

により，相互の理解と交流を深めるとともに世界

林業会議での検討に弾みをつけることを同的に開

催されたものである。参加国の顔ぶれは，トルコ

との親密な関係を反映して中央アジア諸国からの

出席がI=I立った。

会合において①持続可能な森林経営を推進して

いくうえでの障害とその解決策，②持続可能な森

林経営の推進に果たす国際機関の役割り，に関し

て39カ国が発言を行ったが,森林条約の必要性に

つき言及する国が目立ったことが特徴的であった。

|-1本からは，福島林野庁次長がII怖し，持続可

能な森林経営の実験・実証活動や取り組み間のネ

ットワークづくりの重要性（本号plO～13「緑の

ネットワークの確立に向けて…」を参照),ITTO

が果たしてきた役割につき発言した。

当初は，本大会にインプットする声明を作成す

ることも予定されていたが，結果的には「持続可

能な森林経営の達成のためには，各国，国際機関，

NGOなどによる連携が不可欠である」などとす

るプレスリリースを発表するにとどまった。

F｡g
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写真③アンタルヤ近郊林業視察の際のアンタルヤ地方国

立公園局長（左）と福島・林野庁次長（右）

④サイドミーティング露

本大会の|淵催期間中，並行してFAO,IUFRO,

ITTO,国際林業研究センター(CIFOR)等が，

45件のサイドミーティングを開催し，これら以外

にも多数の会合が開催された。16日には，カナダ

のハーディ森林局長の主催により，わが国を含む

10カ国が参加して国際モデルフォレストネット

ワークの今後のあり方につき意見交換を行い，関

心国間の協議を通じて1999年3月までに方向づ

けを行うことを決定した。また，21日にはモント

リオール・プロセスの参加国が会合を持ち，ソウ

ル会合のフォローアップを行うとともに,第10回

会合を1998年9～10月にモスクワで開催するこ

と等を決定した。

●おわりに②

持続可能な森林経営への国際的な取り組みにつ

いては，本年6月の第19回国連特別総会(UN-

GASS)で一定の方向づけが行われていたことか

ら，パリ宣言等，地球サミットに向けて大きな盛

り上がりを見せた前IuIの大会に比べ，盛り上がり

に欠けた感が残った。それは言い換えれば，地球

サミット以降6年間の森林・林業を取り巻く国際

的な変化にあったと思われる。

2003年に開催される第12回世界林業会議の開

催地として，カナダ，ドミニカ，ミャンマー，ロ

シアおよび米国が立候補しているが，今後も世界

の森林・林業関係者が一堂に集い，意見交換を行

うことのできる重要な大会であることを期待して

やまない。
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わが国の森林。林業にとっての

国際森林条約 藤原敬
ふじわらたかし

林野庁業務第一課長

で取り引きされており，この貿易のゆがみが各国

の森林経営の障害となる可能性があること，によ

るものである。このそれぞれに応じた各国の利害

関係を地球サミットの森林原則に即してまとめて

みると表①のとおりとなる。

第’の点に関してはすべての国が自国の資源に

主権と責任を負うものである(森林原則1(a))。し

かしながら，資源の管理のあり方を合意すること

は，資源の主権を制限するという側面を持ってい

るため，合意すべき水準に関し資源国とその他の

国で温度差が生ずる。また，増加する経費の均衡

ある分担（同1(b))に関し，熱帯林管理に対する

援助を受けるべきとする開発途上国と負担する側

の先進陸Iとの綱引きがある。

第2の林産物貿易の側面では，輸出国にとって

は｢貿易の自由化と市場アクセスの改善」（森林原

則13(b))や一方的ボイコットの回避(同14)が軍

要であり'「これにより改善された輸出所得を森林

整備に回すことができる」というのがセールスポ

イントとなっている。わが国のような輸入国の立

場からは，森林原則13cの｢市場メカニズムへの

環境費用の算入｣，と｢環境ダンピングを防止する

ことを念頭に先進国から提案された」』)13eが重

要であり，これらの規定はわが国に輸入されてい

る木材をはじめ国際市場で取り引きされている木

本年7月に発表された『国際的な森林整備の推進

に関する懇談会」の報告書では，森林条約について

｢わが国なりの条約案を作成し提案する｣ことを視野
に入れた積極的な取り組みを提言している。地球サ
ミット以来積み重ねられてきたr持続可能な森林経

営」の実現を目指す国際的な議論は，本年6月の国

連環塊特別総会で新たなステップを踏み出すことと
なったところであり，わが国としてタイミングよく

横櫛的な姿勢を示したもい;として歓迎したい。

同懇談会報告書では，森林条約について｢『地球規

模の森林の減少･劣化の方向を転じ,森林の造成・保
全を世界的に推進するため参に必要な『緑のネッI､ワ

ーク』の頂点としてのr森林条約』」という位霞づけ
を与えているように,森林条約は,地球規模の環境対
策として位置づけられており，多くのわが国の林業

関係者も，熱帯林を所有する途上国への援助の問題

と受け止めているのではないだろうか。しかしなが
ら，来るべき国際森林条約は，地球規棋での木材貿
易を通じて国際化したわが国林業の困難な問題を長

期的な視野に立って解決して行くうえで，重要な契
機ともなりうるものである。地球サミッ|､から始ま

った「あらゆる地域の森林の持続可能な経営」とい
う議論を,l'副本の林業の将来という観点からとらえ

て検討し問題提起をしたい。

●森林条約を巡る議論とわが国の森林●

(1)森林条約と各国の利害関係

地球サミットで森林条約の策定に強力に反対し

たインドネシア，マレーシアは現在賛成に呵り，

逆に米1通lは賛成から反対に立場を変えている。森

林条約を巡る談論は｢持続可能な森林経営の達成」

という大||的を前提としながら，各国の瞬

かれた立場による利害関係を引きずってい

る。

本来，資源国の主権に属する森林資源の

取り扱い方が国際性を帯びる理由は，第1

に地球規模の森林が二酸化炭素の貯留庫や

遺伝資源の宝庫として，所在する国・地域

の利害を超えた役割を持っていること，第

2に林産物が国際的な商品として世界IIj場

表①国際森林条約に関する各国の利害関係
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環境の汚染者負担原則は,｢ある国の企業が大気

汚染などの対策をとらず安いコストで生産した

(環境費川の外部化)安い商品を輸出すると，生産

国内の隙境汚染をもたらすだけでなく，環境基準

を守って高いコストとなっている（環境コストの

内部化）輸入国の企業の存在を脅かし，ひいては

輸入膳Iの環境悪化につながる。そのため，各国と

も国内企業に環境コストを負担させ（環境補助金

の原則禁止）商品価格にそのコストを上乗せすべ

きである」という主張である。この原則はわが国

にとって公害被害補償の費用負担問題に関して大

きな影群を与えたが，もともと国|際的な貿易や投

資のゆがみを除去する目的を持った規定である。
．;、えん

この考え方を木材生産や木材貿易にまで敷術し拡

大したのが，森林原則である。

「森林保全および持続可能な開発を達成するた

め，市場の力学とメカニズムへの環境的費用と便

益の算入が国内的にも国際的にも奨励されるべき

である」（森林原則第13(c))。

蝿い規定であるが，これを詳細に読むと，第1

に「環境的費用の算入の奨励」とい

うことから，持続可能な森林経営の

材価格が安すぎるという考え方を含意としている。

環境ダンピングの概念は今のところ国際法上定

着したものとはなっていないが,20年に及ぶ議論

の歴史があり，わが国の林業の将来を左右するほ

ど重要な概念であると思われるので，少し詳しく

検討してゆくこととしたい。

(2)地球サミットと環境ダンピング

「持続可能な開発｣という考え方とI可程度に，環

境問題に取り組むための原則として最も広範に合

意されているのが「汚染者負担原則」である。先

進国間で1970年代の前半からコンセンサスとな

っている2）ものであるが，岡連レベルで明確な指

針として打ち出されたのは地球サミッ|､のリオ宣
こうし

言がI職矢となっている。

「国の機関は,汚染者が原則として汚染による費

用を負担するとの方策を考慮しつつ，また，公益

に適切に配慮し，国際的な貿易および投資をゆが

めることなく，環境費用の内部化と経済手段の使

川の促進に努めるべきである」（リオ宣言16原

則)。

表②再生産可能な林産物価格を実現するうえでの課題

コスト（環境的費用）を反映した林

産物価格となるよう奨励されるべき

(現状の価格水準は低いという認識）

であり，第2に，「岡際的に｣注目す

ると，そのことは生産国の問題だけ

でなく低価格の製品の輸入によって

影響を受ける輸入国にとっても重要

な事項であるので国際的な努力が必

要である，と含意を読み取ることが

できる。

(3)再生産可能な林産物価格と国産材

の将来

「再生産可能な林産物illi格｣を実現

するためには，第1に輸出圏が持続

可能な森林経営の状態にすること，

第2にそのコストを事業者が林産物

{ili格に上乗せして販売すること，第

3にその実行を担保し達成状況が明

L■_

選択鱗 溌憲霧諭渉電紙る

蕊隷識謬迩

一嘆一.一--..--.-

幸

亨藍

厳彰篭鱈 綴じ卿
当…一…一…_－

モントリオール

プロセスなど

パフォーマンス基準

＊1

鐙続可繊
繍総鯉識

管理墓準簿2

”
か
み

１
４
Ａ
Ａ環境ダンピングなど｜

新概念の導入｜

制裁措置・貿易制限｜

条項を含む国際協定I

WTO補助金協定の

運用

:撫鐵"伽偶蜂
》℃角史能.；冒日.ﾖﾛ、唱画ンログッロ．:号･ロ
β,〃､A且『,fｾ部唯酬ト昭､器ﾛ『

識瀧め警羅方 OECD*3

WTO蟻･‘

霧
器騨

政
府
間
フ
ォ
ー
ラ
ム

嬢府間の

措置
各国の自主的な宣言

４
ａ
叫
引
印
Ⅱ
Ｈ
１
‐

一
歳
綴

一
建
鋒
義

森林管理協議会

(FSC)

国際標調と機構

(ISO)など

パフォーマンス蟇準

による

ラベリング制度窯5

管理基準による

認証制度*6

職賛資樋侭

識lだの霧段

炭素税・環境税の

導入
地球温暖化条約

＊1森林の得機能の発抑状況に基づく基準＊2糠哩のシステムに供Iする基準*3"､Jv~4､''ﾌ竜!」哩皐i小‘．/'＝'知庫lハレu'ツツ』
済協力|淵発機櫛(OECD)環境と貿易専門家会合*4世界貿易儂関(WTO)環境と碗易 碓にわかるような国際的な仕組みが
委員会＊5森林管理協議会(FSC)森林管理原IIﾘ・基唯など*6国際標準化機織
(ISO)ISO14()00シリーズ環境マネジメント規格できること，の3つのステップが必
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●持続可能な森林経営とわが国の森林・林

業の課題参

(1)わが国の森林の持続可能性

わが国が以上の立場で，国際的な努力を進めて

ゆくに当たって不可欠なのが，わが国の森林経営

が持続可能な水準を保ち，それを各国にわかりや

すく説明可能な状況にしておくことである。

わが国の森林の収稚量のレベルは人工林の成長

斌を大幅に下回る状況が続いており，木材生産量

は明らかに持続可能な水準であるといえる｡また，

その他の森林の機能に関しても保安林制度や国有

要となり，それぞれに，厳しさに応じた選択肢が

ある（表②)。

現在の国際的な森林経営の状況を見ると，第1

のステップを実現するのもなかなか困難な状況で

あり，持続可能な状況になっているのが1％に満

たないと指燗されている3)熱帯林はもちろんのこ

と，主として先進国に所在する温帯林でもわが国

への最大の輸出国である米国自体が「自国の森林

が持続可能な状況になっていない」と表明してい

る4)実態である。

しかしながら，これらの課題を議論する枠組み

として本年6月の国連環境

特別総会を受けた「森林に

関する政府間フォーラム」

が設置されるとともに，表

②のとおり，持続可能な森

林経営の基準指標づくりの

作業や，貿易規制などの法

的な問題の検討作業など，

広範な国際的な取り組みが

行われているところである。

また，条約による法的な規

制だけでなく，それと同等

の効果を持つ実現可能な措

置として，自主的な持続可

能な森林経営による生産材

のラベリング措置などが運

用され，あるいは議論され

ている。

わが国としても，国産材

の将来を見据え,｢地球規模

の持続可能な森林経営の実

現のために再生可能な木材

価格を実現する」という立

場で，森林経営の基準づく

り，ラベリングなどの自主

規制の推進，貿易条項を含

む森林条約の実現など，国

際的な作業に積極的にかか

わってゆく必要があるので

はないだろうか。

表③モントリオールプロセスの基準と指標

１
１ 鱗基翠 塞慈播頚

一－訂－－－－画－－－

I森林の機能に対する基準

1生物多獺性の保全
く9指磯＞

＜生態系の多嫌憐吟

･森禰溌燕職区分ごとの森林面穂･比率
．:標識函蕊薩識鍵蒲淋級イブごとの面穣

鞄の難綴夢鋒
勘:瀞i職鵜瀧劉瀧の状態(希少･危急･總滅危
縄一；……
＜遣匿的多識猛＞
・従前に銘銭分茄域が縮小した種数

・各森林タイプを代表する種の生息数

…

障竿L■

|i識

蕊
…

2森林生態系の生産力の

維持

く5指漂＞

木材生産に利用可能な森林面積および蓄種墨

持続可能な産出量に対する木材の収穫墨

3森林生態系の騨傘緯と

活力の維持

く3指漂＞

昆虫，病気災害篝により，歴史的な変動の範囲を超

え影響を受けた森林面漬および比率

大気汚染繕紫外線が一定のﾚベﾙに達している森林面
積および麗率．

4土壌および水資源の保全

と維持

く8指標＞

･流域全体の環境保全保護機能のために主として経営

されている森林面積およびその比率

森林内の土壌および水が，化学的，物理的，生物学的

に顕著な変化を受けた森林および水系

･地球簿①室繍呪支への森林生態系(植物全侭倒木，
産物な錘::の寄与

･森林生態裳繕｝軒ｵﾏｽおよび炭素謡砺畳

･木材および林産物の生産量など

･レクリエーション,観光のために経営される森林面霞

施設利用客数

．森林分野における投資

5地球的炭素循環への

森林の寄与の維持

く3指漂＞

6長期的・多面的な社会・

経済的便益の維持および

増進

く19指漂＞

11管理システムに関する基準

7法的,制度的および経済的

枠組み

く20指標＞

土地所有権，土地利用計画，森林計画等の制度の有無

各指漂の測定評価のだめの森林資源調査やモニタリ

ング・シヌ霧塵の整購の状況

政策の意思決定過程への住民識0
森林空態索繊騨的理解研謝開発…ー
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林における森林生態系保護地域などいわゆる生態

系の多機能を維持するシステムも制度化されてお

り，わが国の森林管理制度の評価は国際的にも高

いものがある5)。しかしながら，持続可能な森林経

営の最新の議論に照らしてみると，いくつかの課

題が明らかになる。

(2)持続可能な森林経営への課題

現在議論されている持続可能な森林経営の基準

のうち，わが国も含む温帯林諸国が作業をしてき

た，いわゆる「モントリオールプロセス」の「温

帯林等の保全と持続可能な経営のための基準・指

標」に照らしてみてみよう。

表③のとおり，森林の各機能の発揮状況を示す

第1グループの6つの基準の指標をモニタリング

したうえで公表し，第2グループの基準に基づい

て政策全体の枠組みを整備し常に指標を改善して

ゆくシステムを作っておく，というのが現時点で

の各国における持続可能な森林経営のチェックポ

イントとなっている。

森林の状況を表すデータに関しては，わが国は，

地域森林計画や施業管理計画の策定時に作成して

いる箇所ごとの詳細なデータ(森林調査簿データ）

を持っており，これは他の国がまねできない蓄積

であるが，これが十分に活用されているとは言い

難い。これらのデータをもとに付加的な調査と分

析を加え，対外的に持続可能性を示す指標を提供

してゆくことが必要だろう。例えば「森林に生息

する希少生物種の状態｣，「持続可能と決定される

難と比較した年間木材生産量｣，「炭素の吸収放出

最」など可能なものを森林計画策定の際，国レベ

ルと流域レベルで公表するということが考えられ

る。また，第2グループに関する政策決定メカニ

ズムなどについても，情報公開と住民参加の規定

などを整備する必要があるのではないだろうか。

また，わが国においても林業経営者レベルでの

持続可能な林産物のラベリング制度の導入につい

て検討が進められている。木材輸入国としての直

接の導入のインセンティブが弱いことは否めない

が，持続可能な森林経営や，木材の再生産可能性

に関する国民への啓蒙のためにも，これらの自主

的な取り組みを蒋及してゆく必要があるだろう。

23

鯵おわりに●

地球サミットやウルグアイラウンド直後のよう

な地球環境問題への関心は，やや冷めかけている

ようにも感じられ，近い将来，貿易条項を含むよ

うな森林条約が，最初の条約として実現する可能

性は少ないというのが国際政治の現実である。し

かしながら，わが国の林業のビジョンを検討して

ゆく場合，長期的視点に立って持続可能な森林経

営が可能な林産物価格の実現，という目標に向け

て取り組んでゆくという視点は欠かせないものと

思う。

なお，国内の林業支援のための政策の国際条約

上の位置づけや，木材製品と代替関係にある石油

製品の価格と環境税・炭素税との関係など，重要

なテーマで本稿では触れられなかったものも多い

が，今後の課題としたい。

[1 1)国際林業研究会編,92国連環境開発会識と緑の地球

経営124ページ

2)OECD｢環境指針原則勧告」(1972年),同「汚染者

負担実施勧告」（1974年）
3)D.Poo'･e:NoTimbel･withoutTrees(1989)

4)欧州森林保護閣僚会議(1994年)ヘルシンキにおけ
る米国代表声明
5）米国政府：「西暦2000年の地球」蛮源編第8章
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特集 匿篭 溺織溌灘灘鐵議議灘 I

｢森林条約」と研究サイドの取り組み坂口精吾
一持続可能な森林経営像の具体化に向けてー

さかぐちせいご f

持続的な森林経営の世界的な枠組みづくりに関し

て，モントリオール・プロセスをはじめとする各プ
ロセスの基準,指標が出揃い(表①),その到達点とも
いえる森林条約の締結への取り組みが2000年に開

催される国連持続可能な開発委員会(CSD)に向け
て進行中である。しかし,"森林生態系の活力を維持．

活用し,地球環境を保全しつつ,人類の多様なニーズ

を永続的に満たしていけるような森林の取り扱い”
である持続可能な森林経営，その森林経営が具備す

べき条件である生物多様性の保全などの『基準」お

よびその判断基準でもあるr指標」が出揃ったとは

いえ，「基準」を計る物差しである「指標」そのもの
に現段階では明示することが困難なものがあるほか，
各プロセスでの基準や指標を統一的なものとし，地

球レベルで「持続可能な森林経営」への取り組みが

実現されるには多くの課題が残されている。また,基

準や指標が統一化され森林条約が締結されるにして
も，各指標をどうモニタリングし，基準間における

'､レードオフの関係をどう整序し，実体の伴った国，

地方・現場レベル段階での森林経営像をどう拙き出

し懸鱒燃灘戦雛醐撫。
はあくまでも個別的な要件であり，条約締結段階で

は，それらを全て満たす森林経営像はいわば観念論
:の段階にある。観念論あるいは抽象論の段階にある

持続的な森林経営像を各国が森林計i町制度などとし
ていかにして具体化・実体化していくのか．その談
論は，持続的な森林経営の実現化に向けて，きわめ

て重要であり，また，避けて通れないものであるが，
その方法論などについても荘漠とした抽象論の世界
にとどまっているように思える。本稲では，持続可
能な森林経営という概念が，なぜ実体像を結びづら
いのか，また，実像をより鮮明化していくためには

どのような研究が必要なのか，といった点について
述べてみたい。

、持続的な森林経営の概念と実体化●

持続的な森林経営について，概念レベルでは

種々な切り口からの規定ができる。例えば,“森林

生態系の保全を図りつつ，森林資源の持続的な管

理･利用を行うこと"，あるいは“環境を保全しつ

つ資源の循環利用が可能となる地域，国，地球レ

ベルでの森林資源の管理・利用システム”などと

林業技術No.6691997.12

森林総合研究所経営部長

規定できよう。だが，持続可能な森林経営とは地

域・現場レベルで“どのような地理的．空間的広

がりをもち，その中で森林が人々との関わりにお

いてどのように配置・整備され，どのような資源

利川や管理がなされているか”といった具体的な

間についてはほとんど回答が用意されていないの

が現状であろう。

例えば，木材資源の持続を主眼とした森林の経

営管理に関しては，全国森林計画をはじめ地域森

林計iili,特定森林整備計画，属人．団地共同施業

計画，国有林における施業管理計画など国，地域

レベル，現場レベルでの体系的な計画制度が用意

されていた。しかし，森林に対する国民の価値観

の変化と多様化などに伴い，これまでの森林の管

理経営の枠組みを環境財としての森林の機能発揮

を主眼としたものへと転換する必要が生じてきた。

このため，先般改訂された森林資源基本計画に

おいては，森林のもつ公益的諸機能をより高度に

発揮することを今後における森林整備の基本方向

とし，当面の森林整備における重視すべき視点と

して,水土保全,森林と人との共生，資源の循環利

川を掲げている。この資源基本計画の改訂とそれ

に伴う地域森林計画など一連の森林計画の内容の

変更は持続可能な森林経営の確立に向けた森林．

林業行政における制度的枠組みそのものの見直し

であるといえるだろう。しかしながら，流域管理

システムにより158流域に区画された地域森林計

画区が，森林生態系の保全などを図りながら森林

と人とが共生していくにふさわしい地域レベルで

の持続可能な森林経営の単位であるのかどうか，

といった問いかけに対してどう答えればいいのだ

ろうか。

このように，持続可能な森林経営は観念論とし
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表①各プロセスの基準･指標

鍵鶏蕊
蕊蕊鍵蕊轤謹 醗醗鷺

畦且割邸嘔司瞬日叱J-4愛.ﾛ"閉…ﾏｰｰL砥Z卍居認■

灘 蝿韓 鍵騨鵜蕊羅驚騨耀譲灘灘 蕊蕊離馨懲蕊譲謹
.!…

癖

籍 謬蕊
6基準27指標

7墓準67措標

5臺準27措標

7蟇準47指標
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て存在しても，具体論としては雲をつかむように

あやふやでその実体が見えてこない。それは持続

可能な森林経営という概念が，森林に対する人そ

れぞれの価値観や哲学・思想レベルの問題に加え，

森林空間の広がりにおいては個別経営レベルから

国家レベルまで，経営管理システムとして自然科

学的要素から社会科学的要素に及ぶなど，余りに

も多くの構成要素を多元的，”閏的に詰め込み包

含していることによるものと思われる。

例えば，地域レベル（この空間的広がりr1体も

不明確であるが）での具体的な持続可能な森林経

営の具体的なイメージを想起するとしよう。そこ

では生態系の保全，水資源の保全，木材資源の供

給といった地域住民の多様な要請があり，それぞ

れの要請に応えようとした場合，個々の要請に対

応する森林の機能はそれぞれに守備範囲が異なり，

必ずしも一定の森林空間の''1に{'|I良くlil届し得る

ものではなく，住民間あるいは住民と森林所打者

間で機能発揮を巡るトレードオフの関係が生じざ

るを得ない。とりわけ，生物多様性の保全という

基準は，多種・多様な動植物のうちどの極の保全

にプライオリティを置くのかといった現実的な問

題などで持続可能な森林経営のイメージ化を混迷

させる。例えば，食物連鎖で頂点に位澗する猛禽

類の保全を対象とした場合でも，その行動圏はき

わめて広範であり，その個体群の維持には生息環

境としてふさわしい広大な森林空間を必要とする

だろう。その場合には，他の機能が必要とする森

林空間を超えたものとなり，また他の機能との間

での合意形成の場に納まり切れないという事態を

生じることにもなるだろう。

このようにみてくると，森林のもつ多面的な機

能を個々に尊重する限りでは，持続的な森林経営

は抽象的な概念に止まらざるを得ない。持続可能

な森林経営に実体を与えるには，個々の機能（基

準）が要求する森林空間や森林配置を住民の合意

形成によって，一定の空間に同居させるか，ある

いは特定の機能はより広域なものとすることによ

って重層化するより手はないだろう。言い換えれ

ば，地域住民個々の森林に対する多様な意向を合

意形成によって整序し，森林整備に反映すること

によって，持続可能な森林経営の実体が明らかに

されることになる。しかしながら，この合意形成

についての方法論，手法が研究途上にあり，その

うえ森林の公益的諸機能などについて科学的な諸

情報が出揃っているわけではない。全国各地で活

発化しつつある市民団体などの森づくり運動を持

続可能な森林経営としてどう組み込んでいくかと

いう制度的な枠組みや，住民参加による森林生態

系の健全性を維持しその活力を発揮できるような

森林の取り扱いであるエコシステム・マネージメ

ントについて研究は緒についたばかりである。持

続可能な森林経営の実体化，そのためには社会科

学，自然科学面にわたり抱えきれないほどの課題

が残されているのである。このような研究サイド

での総合的・体系的な研究体制の立ち遅れも持続

可能な森林経営のイメージ化を困難にしている一

つの要因であるといえるだろう。

●実体化への研究プロセスと課題鐙

では，持続可能な森林経営の実体化に向けて，

林業技術No.6691997.12
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研究者サイドではどのような取り組みが必要とさ

れるのか。当然なことだが，その役割は，“環境を

保全しつつ持続的な森林資源の利用・管理がなさ

れる”最適な単位としての空間的・地理的な広が

りや住民参加による森林経営の制度的枠組みを国

や地方自治体が選択・決定していくための研究情

報を総合的・体系的に提供していくことにある。

そのためには，各分野における個別研究の深化に

先立ち，実体化に向けた研究をどう進めるかとい

った研究者間の共通認識が必要とされよう。

すなわち，個別的，抽象的なものではなく総合

化された研究成果を持続可能な森林経営の実体化

の主体である地域住民あるいは代替案の作成者に

どう提供していくかという研究推進における枠組

みである。そのためには，まず，研究フィールド

の設置と研究成果の総合化・体系化に向けた学際

的な研究の推進は必要とされよう。

研究フィールドの設置については，北海道石狩

川流域，高知県四万十川流域，茨城県笠間地区に

モデルフォレストが設置され，国，県，森林組合

などの関係者による研究が開始されている。しか

し，そこでの指標の設定やモニタリングにおいて

も解決を要する課題が多い。すなわち，種の多様

性や水資源かん養機能などの自然指標をどう測定

し，また得られた情報をどう整理し収納していく

かの方法論などである。これまでの森林計画制度

における森林調査簿では木材資源に関する情報を

主体にしていたため，基本的には小班という空間

単位への収納が可能であった。しかし，持続可能

な森林経営においては，森林生態系の保全などに

係る多くの自然科学的指標の設定とモニタリング

を必要とする。しかも,それらの指標を測定する基

準はおのおの次元が異なるものである。水源かん

養機能では少なくとも小流域単位のモニタリング

が必要であるし，種の多様性では森林タイプごと

のモニタリングを必要とするだろう。そこでは，

これまでの森林計画制度における資源調査システ

ムに替わる森林資源勘定などといった新たな森林

資源調査システムの構築が必要とされるのである。

この森林資源に関する広範かつ重層的な諸情報

林業技術No.6691997.12

を体系的に収納した新たな森林資源調査システム

に加え，森林管理の担い手の確保や中山間地域社

会の活性化方策，住民参加による森林づくりのた

めの方法論や制度的枠組みなどに関する研究も，

持続的な森林経営を実体化していくためには欠く

ことのできない要素であり研究課題群である。

これまで，森林・林業に関する研究は，林業技

術者の育成強化などが議論されるように，総合

化・体系化を求められながらも個別化・細分化の

一途をたどってきたともいえる。研究者サイドで

必要とされる取り組みは，専門分野における個別

研究の深化を図りながら，その研究成果を持続可

能な森林経営の実体化に提供・活用していくこと

であろう。すなわち，持続可能な森林経営の実体

化へのプロセスとして解明を要する新たな森林資

源調査システムの構築などといった研究課題群の

どこに自己の研究が位置づけられているか，を自

覚することが求められているといえよう。

●おわりに●

持続可能な森林経営の具体像を明らかにしてい

くには，上述のように，広範かつ多種・多様な研

究課題が山積している。とくに，森林生態系の仕

組みや生態系の健全性を維持し活用するための森

林の取り扱いを体系化していくには，今後とも地

道な研究の集積を必要とするだろう。地域の実情

に即応した持続可能な森林経営の実現は一足飛び

にできるものではなく，まだまだ永い年月と研究

者サイドでの学際的・体系的な取り組みを必要と

するのである。そこでは，持続可能な森林経営を

実体化していく過程において，どのような問題が

解決を要する研究課題として課題群を織成してい

るのか，その全体構造と研究手順などを明らかに

することも必要となろう。

森林総合研究所では，このような問題意識から，

持続可能な森林経営の具体化のための研究課題群

として森林生態系の保全，森林流域の総合的・持

続的管理，木質・生物資源の環境に調和した総合

利用の3つの領域を設定し，各専門部・支所では

それぞれの領域内での細部課題を設定しながら研

究を進めようとしているところである。
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？ 緑のギ釜蒙等下し 木材の化学加工キ生

この用語の定義は人によって多少異なるが，一般

的には化学的に木材の性質を改善することである。

その方法には3種類がある。1つは木材の組織の空

隙に薬液を注入して，その薬剤によって木材の性能

を改善する（防腐・防虫・難燃剤などの注入)。ま

た，薬剤によっては木材組織中にあって加熱された

り，紫外線や放射線を当てることによって低分子の

ものから高分子のものに変化させる（合成樹脂の注

入,WPC)。もう1つは木材組織を構成している細胞

壁の成分のセルロースやリグニンの化学構造の一部

と加えられた薬剤の一部とが化学反応によって臘換

し，新しい性能を付与させる（アセチル化，ホルマ

ール化）などがある。
てん

薬液充填のみのものは薬品処理木材といって区別

しており，後の2つを化学処理木材または化学加工

木材というが，その内容について説明する。

WPC:木材にビニール系やスチレン系の単分子

物（モノマー）や，その他の単位低分子化合物を触

媒とともに木材に注入し，その木材を加熱または放

射線で照射し，木材中で重合させて高分子の合成樹

脂に変化させ，木材に合成樹脂の性能を付与させた

木材をいう。その性能は強度が元の木材の何倍にも

なるが，密度が大きくなるので重くなり，硬くなっ

て機械加工がI兼l難になる。このような木材をWPC

(ウッド・プラスチック・コンポジット）という。家

具や造作用の部品に使われている。

アセチル化木材：木材の細胞壁中の水酸基

(Wood-OH)を無水酢酸と触媒を使ってアセチル

基(CH3CO)で置換した木材(Wood-O･CH3CO)

をいう。この木材は吸湿性が小さくなるので寸法が

安定し，また菌やシロアリに対する抵抗性が増して

防腐，防蟻に効果がある。しかもアセチル基は人体

に対して安全性が高いので，風呂場や台所などの部

材に使われたり，吸湿性が小さいので音響部材など

に使われている。

ホルマール化木材：木材の細胞壁中のセルロース

の水酸基(-OH)とホルムアルデヒド(HCHO)と

を化学反応させて，セルロースの分子間に架橋を形

成させた木材をいう。性能・用途はアセチル化木材

とほとんど同じである。

このほか，木材の中に無機物を生成させ防火性能

を向上させたセラミック木材，加熱すると軟らかく

なる成型自由なプラスチック木材，有機溶剤に溶解

することのできる溶液化木材など各種の開発途上の

木材がある。

（棚日本木材加工技術協会副会長・雨宮昭二）

本棚では，「木造3階建住宅」について解説しています。

ロブルーノ・ムナーリー作，須賀敦子=訳，木をかこう，至光社(a03-3400-7151),'97.7,85p・A5,¥1,429

口林野庁企画課=編，林業関係税制ガイドブック〔平成9年度版〕－林業･木材産業税制の早わかり,R本林業経

営者協会(a03-3584-7657),'97.7,184p･B5,¥1.239

口林道技術研究会=編林道災害復旧工法事例集一災害復旧工法の具体例〔第3集],R本林業調査会(aO3～3269

-3911),'97.9,219p･B5,¥3,619

口今川一志=著，樹木の凍裂一発生とその原因〔わかりやすい林業研究解説シリーズNo.106),林業科学技術振興
所，’97.9,88p･A5,¥1,334

口佐竹衣子ほか3名=編,関東周辺森を歩く，旅行読売出版社(a03-3561-8911),'97.9,114p,B5変形,¥857
口東山魁夷=著，東山魁夷「森の四季」一日経ポストカードブック，日本経済新聞社(aO3-3270-0251),'97.9,

42p･B6,¥1,000

口萩野敏雄=著,日本軍政と南方占領地林政一太平洋戦争下の実証,日本林業洲査会,'9710,249p･A5,¥4,286

口脇野博･加藤衛拡=校注･執繁，日本農業全集第57巻（林業二）一弐拾番山御番書付･林政八書，農山漁村文

化協会(a03-3585-1141),'97.10,2741)･B5,¥5,238
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《内容構成

淑日林協刊行｡好評発売中／ 3．集材作業と各種搬出機械集材作業と
路網／間伐材搬出のための機械／集材
路綱と各秘搬出方法

4．適正な間伐作業システムの選択搬出

功程の比較／高性能林業機械作業シス
テムの目標／機械作業システム事例

第S章間伐小径材の利用と販売

l.間伐小径材の利用方法
2．間伐小径材の採材と販売
3．間伐小径材の需要促進にむけて

第1章間伐の手順と方法
1．なぜ間伐が必要か
2．密度の違いと成長

3．保育形式

4．間伐方法

5．選木方法の違いによる間伐の種類
第巳章間伐木の伐採・搬出方法

1．機械化を前提とした間伐材の伐出方法
2．伐倒と造材の方法伐採の時期／伐
木・造材の機械／伐倒作業／造材作業裏表紙広告もご覧下さい。

林紫技術No.6691997.12

間伐の手引
<解説編〉

一選木から伐採・搬出・利用まで一
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パイオニアファイル 蕊
山火事の産む木炭と森林の遷移(下）
一スウェーデンの北方林研究に学ぶ－

同志社大学経済学部

－前号(｢3.木炭の吸着能力:飽和と再生｣)から続く－

ところで，木炭の毒素吸着能力は1回限りのも

のなのか。あるいは，いったんは毒素で飽和して

しまっても，何らかの作用で能力を回復すること

があるのか。話が少し脱線するが，この疑問に関

係することを筆者は昔，東京西郊のある炭火焼鳥

の店で聞いたことがある。屋台が建物の中に入っ

たような小さな店で，あるとき，食材等をまとめ

て入荷した関係上，炭俵を置くスペースがなくな

り，一時的にトイレに収納しておいた。汲み取り

式のトイレである。悪臭がだいぶ減ったそうだ。

ところが，である。数週間してから別の木炭とそ

こに置いておいた木炭とを誤って混合し，開店間

近な時間に着火したところ，店内は大変な悪臭に

見舞われた。この話からもわかるように，何らか

の物質をたっぷり吸着した木炭であっても，それ

を加熱すると，すでに取り込んでいる物質を吐き

出すのである。

Zackl･issoI1""j．(1996)においても，基本的

にはこの居酒屋談義と同じことが述べられている。

彼らは，論文に成果を発表している諸実験以外に

も予備的実験を行っているが，それによると，吸

着能力を失った木炭を450｡C,ないしは750｡Cで

10分間加熱すると能力の回復するのがわかった

という。このことから彼らは，以前の火災で産み

出され，土壌中深くへ埋没した形で存在している

古い木炭も，土壌の上を覆っている有機物や腐植
ふくしゃ

土が火災で燃えることにより，その輻射熱を受け

て活性を回復する。すなわち活性炭が生成される

と述べている（同文献p.14)。

ところで，100年くらい火災がなくても木炭が

ある程度まで吸着能力を維持するという実験Aの

俳業技術No.6691997．12

室田武
(むろたたけし）

結果は，それ自体として驚異的ともいえる。10年

"20年の話ではないのだから｡この点に関して彼

らは，森林腐葉土中にたくさん生息しているはず

の微生物が木炭の吸着能力の維持を助けていると

いう仮説を立て，以下の実験Bに進んだ。

まずは，問題の植物毒素バタタシンⅢを生成す

るガンコウランそのものに注目し，その幹を採取

し，それを実験室で炭化した。つまりガンコウラ

ンの木炭を製造し，ふるいで振るって上記と同じ

く径0.5～1.6mⅢの木炭細粒を得た。次に，その木

炭を上記と同じ毒素入り水溶液に幾度も浸してよ
かくはん

く攪枠し，詳細は省くが，木炭が毒素で飽和して

いることを，実験Aで確立した方法を通じて確認

した。他方，森林から腐葉土を採取して2等分し，

半分は1ldVの回転式電子オーブンに入れて5分間

の熱処理を行った。これで微生物の大半は死んだ

と見てよい。残る半分は非加熱のままとした。彼

らは，これら2種類の腐葉土を乾重鍬で47g入

れ，乾重量で水を432％含むようにしたミクロコ
おの好の

スムを各々12個用意した｡上述の飽和木炭につい

ては,0．1×1mmの小穴が多数あいているナイロン

袋に1.1gずつ入れることとし，そういう袋を24

袋用意し,そのうち12を各々加熱処理済みミクロ

コスム12の各々に入れた｡これら2群のミクロコ

スムは，初めに，もし微生物が生きているとすれ

ば，その後も生き続けるのに適した環境設定とい

う意味で20｡Cに保温された。

こうした準備を経て，彼らは,1週間後,3週

間後，6週間後の3回に分けて，加熱群，非加熱

群より各々4袋ずつを抜き取り，袋を破って木炭

を取り出した。そして，そのような種々のタイプ

の木炭を実験Aの場合と同じテスl､にかけ，ヤマ

’



表③微生物による飽和木炭の再活性化

29

術誓)Zackrissongﾉ〃ム(1996,p,11)の

本文の記述を概念化して示した。木炭はガ

ンコウランの幹から本文中の方法で製造

したもの。活性炭は市販の工業用活性炭。
枯蕊は遷移早期の森林の下腐植生の1つ
としてのピルベリーのもの｡腐葉土は表②

(前号掲戦）の森林地帯12のうち番号5，

6．9，8，11，12の6地帯より採取した

もの。上図ド段の袋は，腐葉土をどの地帯
から採取したかに応じて，各々対応する地
,階に慨かれた。6タイプの袋を1セットと
して，レプリカ（同じもの）を10セット作

成｡つまり1地帯につき60袋であり,6地
滞だから総計360袋が森林土壌の上に6
～10月にかけての4カ月間放置され,11'1収

後に本文中で述べた分析にかけられた勘
定となる。

枯葉
一一一一心‐｡●b令｡●

活性炭

枯葉
士士●｡●■‐◆●●●今

軽 石

枯葉
中中●中中一■中■■

木 炭

木炭 活性炭

腐葉土

石
一
蝿

職
一
腐

備考）)Zackl･issone/"(1996,p.16)のFig3

より。原表は総グラフ表示であり，本表右
柵の発芽率（％）はそれを統み取った数llH
なので.原表に比べて±1％穏度の祇差が

ありうる。

ナラシの種子の発芽率を通じて活

腐葉土

図④木炭と微生物の関係を鯛くる実験
Cで用いられたナイロン袋の6つ

のタイプ
性（ガンコウランの葉から抽出し

たバタタシンⅢの吸着能力）回復の度合いを調べ

た。この実験Bの結果をまとめたのが表③である。

これを見ると，非加熱の腐葉土と接していた飽和

木炭は，1週間でほぼ活性を回復したことがわか

る。その半面，加熱処理済みの腐葉土と接してい

たものについては，6週間たってもあまり回復し

ていない。この歴然たる違いから研究者たちは，

微生物の存在が木炭の活性回復に大きくかかわっ

ていると見てよい，と判断するに至った。

す

4．微生物の棲み家としての木炭

このことをさらに詳しく実証しようとしたのが

以下で紹介する実験Cであり，これは1995年5

~10月にかけてなされたものである。まず，実験

Bで使ったのと同じ種類の小穴のあいたナイロン

袋を多数用意する。ただし，以前と異なるのは，

袋と同じ材質の小穴あきのナイロン・シートで，

袋の中は2つに仕切られている。次に，5月，表

②(前号掲載)で示した森林地帯のうち6地帯(番

号5，6，9，8，11，12）から腐葉土を各々10

サンプルずつ採取した（1サンプルが約3009)。

他方，前年秋には，遷移早期の北方林の下層植生

として典型的なビルベリーについて，その枯葉を

収集しておいた。

ここで上述の袋の内容構成を見ると，タイプと

しては6つである。うち3つについては，仕切り

の一方に腐葉土を入れる。残る3つについては，

仕切りの一方に枯葉を入れる。そして，いずれの

場合についても仕切りの反対側には，実験Bの際

と何じょうに製造したガンコウラン木炭，あるい

は市販の工業用活性炭，あるいは吸着能力等の活

性のほとんどない素材の代表例としての軽石を入

れる。以上をわかりやすく示したのが図④で，研

究者たちはこれら6つのタイプの袋を腐葉土の採

取地帯ごとに準備したわけである。しかし，各タ

イプにつき1袋だけでは統計的に意味のある議論

はできないから,各タイプにつき同じものを10袋

ずつ準備した。そして6月上旬，対応する腐葉土

の採取地点に（枯葉入りのものについては無差別

に）各60袋を渦いた。全部で6地帯であるから，

総数としては360のナイロン袋が森林土壌の上に

置かれたことになる。なお，袋の置き方としては，

枯葉と炭（ないし蛭石）入りのものについては，

枯葉が上になるようにし，炭（ないし軽石）と腐

葉土入りのものについては炭（ないし軽石）が上

になるようにした。これは，森林火災が発生する

と，木炭が腐葉土の上に生成され，月日の経過に

伴ってその木炭を落ち葉が上から覆うようになる，

という状況を再現するためである。

このような状況で森林内に放置された総計360

のナイロン袋は,夏が過ぎて4カ月を経た10月上

旬にすべて回収され，研究者たちは実験室で袋を

破って中身を取り出し，その分析に取りかかった。

分析の要目は次の3点である。すなわち,(i)シ

ートで|隔離されているため，木炭等と物理的に混

合することはないが，シートが小穴付きであるた

め，生化学的には木炭等に接していた腐植土の中

に微生物が相対的にどれぐらい生きているか，
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ジ加熱
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表④腐葉土中に生きている微生物バイオマス

量の尺度としての呼吸量(co2発生量)測
定値}(）

倫考)Zackl･jss()1'c/

"l.(1996,1).16)の

Tal)le2の一部分のみ

を災ボ。原文の
substl･ate・induced

1･cs1)irati()11(SIR)を

ここでは坐倒誘発性の

呼吸雌としている。雌

蘭とはここではデンプ

ン粉である。､}A均とは
各森林j也滞を独立のも

のと見なして,各10袋
の内容の分析結果を平

均した賊を指す。

(ii)上記の意味で木炭などと接していた枯

葉が相対的にどれぐらい分解しているか，

(iii)枯葉が窒素(N)分を相対的にどれく

らい含有しているか，である。分析のポイ

ントは，これら3つの指標について，木炭，

活性炭，軽石と接していたことが何らかの

相異をもたらしたか，それとも，もたらさ

なかったかを検証することである。

分析の詳細は省くが，大略を言えば、(i分析の詳細は省くが，大略を言えば,(i)につ

いては，微生物バイオマス量を直接に測定するこ

とはできないから，呼吸量をその間接的な指標に
と

するという立場が採られている。より具体的には，

各袋から取り出した腐葉土のある一定鐘に対し，

一定量の水を加え，それを一定量のデンプンと混

合して容器に入れ，1～4時間にわたって赤外線

ガス分析法によって二酸化炭素(Co2)の発生量を

測定した。(ii)については，袋から取り出した枯

葉をオーブンで加熱乾燥させ，その乾重堂を，森

林内に放置する以前の当該の枯葉の乾重量換算値

と比較し，後者に対する前者の百分比を分解度

(％）とした。(iii)については上記の枯葉をKjel-

dahl分析にかけ,窒素(N)含有量(%)を測定した。

この結果!,(ii)と(iii)については，木炭が活

性炭や軽石とはっきり異なる効果を持つことはな

い，ということが明らかになった。しかし,(i)

について見ると，表④で示すように木炭と接して

いた腐葉土は，活性炭，軽石と接していたものに

比べて明らかに呼吸量が大きい。つまり，より多

数の微生物の棲み家となっている。

木炭が微生物にとって棲みやすい土壌環境を形

成することは，日本では岸本定吉，杉浦銀治その

他多くの実践的な木炭研究者や，キノコ博士の異

名を持つ小川真をはじめとする多くの微生物学

者によって以前から明らかにされてきたことであ

る。この結果，木炭は,農地や林地の土壌改良資材

として認知され,これを活用する人々もいる。した

がって，この面だけについて見るなら,Zackris-

song/αﾉ.(1996)に特に画期的な新発見がある

わけではないように思われる。とはいえ，タイム・

スケール（時間尺度）を100年単位で考えている

と見ることもできる彼らの研究が，従来の日本で

は必ずしも議論されてこなかった事柄に新しい光

を当てている面のあることも否定できないように

思える。

彼らは，木炭も長期的には，いわば目詰まりを

起こし，その吸着能力は低ドするはずだが，にも

かかわらず100年くらいは能力を保持するのは微

生物のおかげであることを実験Cが明らかにした，

という。そういうことが可能になっている理由を，
くうげさ

彼らは,木炭の内部にある多数の空隙でのpreda-

tor-prey関係に求めている。すなわち，その空隙

は長径20/m以~ドである。これは，バクテリア，真

菌類，線虫類がそこに入り込むことを許容する半

面，微小なものであっても節足動物には入り込め

ない小ささである。そして，木炭内部でのそのよ
へいそく

うな生物間の食う。食われる関係が空隙の閉塞を

防いでいるのだという。ここで大切なのは，この

関係が木炭内部表面に吸着されるバタタシンⅢ等

の有毒なフェノール化合物を無機炭素に変えて，

上記の微生物の幾つかはそれを養分にして生き，

他の生物の分解を促進する，という関係を含むこ

とである。

さらに言うなら，そのようにして植物毒素が土
ふっしょく

壌中から払拭されることで,前述の菌根の活動も
りん

維持され，樹々は燐をはじめとする必須元素をそ

の根から能率よく吸収してよく育つ，というわけ

である。

5．スウェーデン北方林以外の
森林の遷移に対する示唆

跡

以上で概観した実験A,B,Cを中心とする纐
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森林

５
６
９
８
Ⅵ
烟

平均

最後の

火災
発生年

1961

1933

1878

1878

1711

1647

基質誘発性の呼吸量
(単位：腐蕊土1窟・1時'''1当た

りのC()2発生紙のCﾉｨg換算'1櫛）

木炭活性炭軽石

89.077．971.5

78.377．871.5

75.369．964.2

85.081．475.0

98.891．3820

78.278．671．7

84．179．572．7



みつ

密な研究の結果として研究者たちは，スウェーデ
ど

ンの北方林に関して従来採られてきた森林管理政

策の欠陥を鋭く指摘している。その政策とは，山

火事が発生したら，多大な労力と資材をその現場

に投入して，できる限り速やかに消火することで

あった。しかし，このような政策はむしろ森林を

弱体化させてきた。そこで彼らは,100年に1度か

2度くらいの天然の山火事であるなら，それはむ

しろ放償しておくのがよい，と結論づけている。

こうした彼らの雫張はスウェーデンの北方林に

関してのみ意味を持つのであろうか。あるいは，

他の場合に関しても示唆するところがあるのだろ

うか。この点について直ちに思い浮かぶのは焼畑

耕作である。近年の熱帯や亜熱帯の一部における

焼畑は，世界規模での森林破壊の元凶の1つと指

弾されることが多い。そして実際，森林再生のペ

ースを無視しての短い時間間隔での火入れが森林

焼失をもたらしている地域もある。だが，そうし
たん

てまで人々が作物の収穫を急ぐのは，地下資源耽
寺さ

溺型の現代文明と地表資源依存型の伝統社会との
はざま

狭間においては，そうしないと経済的に生活が成

り立たないなどの事情があるためであろう。長期

にわたって森林と人間との共存を可能にしてきた

焼畑は，むしろ森林の遷移を適切に調整し，健全

な森林の持続をもたらしてきたのではなかろうか。

この場合も，火入れの結果産み出される木炭が何

か一役買ってきた可能性がある。その役割がスウ

ェーデン北方林の場合と全く同じであるなどとい

うことはありえないが（植生そのものが北方林と

熱帯･亜熱帯林では全く異なるのだから)，樹々が

木炭に転じるとき，やはりそれは広大な吸着表面

積を持ち，また種々の微生物にとって都合のよい

居住環境を形成しているはずである。このような

観点から，熱帯・皿熱帯林における木炭の意味を

検討することも今後重要であろう。

淵帯域が大半を,上iめる日本列島の場合，農地や

林地に木炭粉を施用することによって苗の活着率

が向上したり，その後の生育が良好であるなど，

すでに多くのことが知られており，そうした成果

を記戦した文献も「炭やきの会」刊行物等の中に

3］

多々あるので，ここでは繰り返さないこととする。

なお，スウェーデン北方林において，ガンコウ

ランが植物毒素であるバタタシンⅢ等のフェノー

ル化合物を産み出し，その作用で他の植物の成長
そがい

が阻害される，というような植物の間の関係を生

物学の専門用語ではアレロパシー(allelopathy)

といい(Rice,1978),「他感作用」という訳語があ

てられている。そしてアレロパシーは，森林の遷

移や地域lﾉﾘの物質循環にかかわっているものと考

えられている。この視点からZackrisson""I.

(1996)を見るなら，彼らの研究は山火事により自

然に産み出される消し炭には悪性のアレロパシー

を緩和する作用があることを明らかにした，とい

うことができる。
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分
を
無
に
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
の
「
孤
独
」
の
章
で
、
ソ
ロ

ー
は
大
自
然
と
霊
知
を
交
わ
ら
せ
て
い
き
、
自
分
自

身
が
木
の
葉
で
あ
り
、
植
物
性
沃
土
に
な
る
と
言
っ

て
い
る
。
ソ
ロ
ー
自
身
、
エ
マ
ー
ソ
ン
の
言
う
和
合

■
ｐ
Ｄ
ｌ

や

ｒ
ｐ
Ｑ
１
ｇ

q

ウォールデンの小屋の絵

初版でソローの妹ソフィアがかいたもの

を
実
際
に
体
験
し
て
い
る
の
だ
。
エ
マ
ー
ソ
ン
の
思

想
を
ソ
ロ
ー
は
、
森
で
の
独
居
生
活
を
通
し
、
ま
た

生
涯
に
わ
た
っ
て
実
験
し
、
確
証
し
て
い
っ
た
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

昔
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
を
読
ん
だ
と
き
、
と
き
に

は
訪
問
者
が
あ
っ
た
り
、
人
里
に
ソ
ロ
ー
が
出
て
い

っ
た
と
は
い
え
、
非
常
に
孤
独
な
独
居
生
活
を
送
っ

た
と
い
う
印
象
が
強
か
っ
た
。
今
回
『
ウ
ォ
ー
ル
デ

ン
』
を
は
じ
め
、
ソ
ロ
ー
関
係
の
文
献
に
日
を
通
し

て
み
る
と
、
意
外
や
意
外
、
毎
週
土
雁
日
に
は
母
親

や
妹
が
手
製
の
ク
ッ
キ
ー
な
ど
を
持
っ
て
森
の
家
に

訪
ね
て
き
て
い
る
。
ま
た
エ
マ
ー
ソ
ン
家
や
ホ
ー
ソ

ン
な
ど
と
も
し
ば
し
ば
行
き
来
し
て
い
て
、
森
の
中

の
小
屋
が
一
種
の
サ
ロ
ン
を
呈
し
て
い
た
。
ソ
ロ
ー

は
意
図
的
に
孤
独
な
而
を
強
調
し
た
の
だ
ろ
う
。
文

明
と
自
然
を
思
索
す
る
の
に
は
、
程
よ
い
距
離
が
コ

ン
コ
ー
ド
と
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
に
あ
っ
た
と
言
え
そ
う

だ
。

閑
話
休
題
ｌ
以
前
、
二
十
世
紀
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音

楽
に
革
新
を
も
た
ら
し
た
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
の
名
曲

『
四
分
三
十
三
秒
』
を
生
で
聴
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
口
ピ
ア
ニ
ス
ト
は
譜
而
台
に
楽
譜
を
広
げ
、
ピ
ア

ノ
の
キ
ー
の
上
に
手
を
か
ざ
す
。
五
秒
、
二
十
秒
：
…
．

し
か
し
一
向
に
弾
こ
う
と
し
な
い
。
そ
の
う
ち
に
場

内
か
ら
せ
き
払
い
や
、
さ
さ
や
き
声
、
空
調
の
音
な

ど
い
ろ
い
ろ
聞
こ
え
て
く
る
。
か
な
り
た
っ
た
こ
ろ

ピ
ア
ニ
ス
ト
は
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
下
が
っ
て

力
ん

い
く
。
こ
の
間
が
四
分
三
十
三
秒
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

か
ん

作
曲
者
の
ケ
ー
ジ
は
、
こ
の
間
に
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る

音
が
音
楽
だ
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ケ
ー
ジ
は

ソ
ロ
ー
に
傾
倒
し
、
大
き
な
影
響
を
受
け
る
。
ソ
ロ

ー
は
、
音
楽
と
い
う
も
の
は
ホ
ー
ル
の
中
で
だ
け
響

く
も
の
で
は
な
い
と
言
い
、
森
羅
万
象
の
中
に
音
を

音
楽
を
、
彼
は
聞
い
て
い
る
の
だ
。
自
分
を
無
に
し

て
、
す
べ
て
を
受
け
入
れ
て
い
く
姿
勢
が
こ
こ
に
も

見
ら
れ
る
。

ソ
ロ
ー
は
一
八
五
一
年
九
月
二
十
二
日
の
日
記
に

次
の
よ
う
な
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
日
、
木
枯

ら
し
が
吹
き
始
め
て
、
電
信
線
の
ハ
ー
プ
が
大
き
な

う
な
り
を
上
げ
て
い
る
。
彼
は
電
柱
に
耳
を
つ
け
て
、

木
の
気
孔
の
一
つ
一
つ
に
音
楽
が
満
ち
、
メ
ロ
デ
ィ

が
詰
ま
っ
て
い
る
の
を
聞
く
。
音
の
う
ね
り
や
、
変

化
や
、
抑
揚
の
す
べ
て
が
そ
の
神
聖
な
木
か
ら
流
れ

州
し
て
は
広
が
っ
て
い
く
。
前
に
、
私
が
子
供
の
こ

ろ
、
空
襲
の
合
い
問
に
原
っ
ぱ
の
猫
柳
の
花
穂
に
耳

い
の
ち

を
当
て
て
何
か
生
命
の
よ
う
な
も
の
の
響
き
を
聞
こ

う
と
し
た
こ
と
を
書
い
た
が
、
ソ
ロ
ー
が
電
柱
に
耳

を
当
て
て
聞
い
た
も
の
は
や
は
り
木
の
生
命
の
響
き

で
あ
り
、
大
自
然
の
響
き
で
あ
り
、
音
楽
で
あ
っ
た

の
だ
と
思
う
。
己
を
無
に
し
て
森
羅
万
象
す
べ
て
の

音
を
音
楽
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢

が
、
ソ
ロ
ー
か
ら
現
代
の
ケ
ー
ジ
に
脈
々
と
伝
え
ら

れ
て
お
り
、
私
は
そ
こ
に
壮
大
な
自
然
観
を
見
る
思

い
が
す
る
の
で
あ
る
。
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竹
山
道
雄
の
『
ビ
ル
マ
の
竪
琴
』
ｌ
映
画
に
も
な

っ
て
い
る
ｌ
を
ご
覧
に
な
っ
た
方
は
、
ビ
ル
マ
戦
線

の
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
で
、
日
本
兵
と
英
国
兵
が
、
お

互
い
に
ホ
ー
ム
・
ス
イ
ー
ト
・
ホ
ー
ム
（
埴
生
の
宿
）

を
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
で
歌
い
合
う
と
い
う
感
動
的
な

シ
ー
ン
を
記
憶
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
い
粗
末
な
家
で
も
温
か
い
家
庭
が
一
番
だ
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
を
、
こ
の
歌
に
持
っ
て
い
る
方
が
多
い

と
思
う
。
そ
う
、
清
貧
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
か
。

清
貧
と
い
う
と
、
大
方
は
鴨
長
明
や
良
寛
を
想
像
さ

れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
日
本
人
の
か
な
り
が
、
好
ま
し

い
生
き
方
と
し
て
清
貧
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
よ
う

だ
。
こ
う
い
う
生
活
の
外
国
版
と
い
え
ば
、
ま
ず
ア
メ

リ
カ
の
ソ
ロ
ー
（
一
八
一
七
Ｉ
上
ハ
ニ
）
が
筆
頭
に
来

る
と
こ
だ
。
彼
は
年
少
の
こ
ろ
か
ら
魚
釣
り
と
猟
を

楽
し
み
、
常
に
自
然
と
親
し
ん
で
森
林
に
限
り
な
い

魅
力
を
覚
え
て
い
た
。

一
八
四
五
年
、
ソ
ロ
ー
は
二
十
八
歳
の
と
き
に
、

灯
“
凸
Ｆ
町
一
戸
‐

然
華
鎌
燃
慾
堂
鴬
駒
進
繩
：
諦
”
↑

潔
織
鴬
樺
琶
〃
｝
：
￥

富
・
梓
‐
、
も
み

〆
”
牝
灸
．
、
や
み
″
鮎
ゲ
ー
獺
錘
も
繊
霧
，
学
瞬
、
》
．
拶
雨
”
〃
子
》
、
●
一
‐
γ
錠
．
平
錠
．
：
、
ゞ
，
．
；
：
“
‐
．
／
・
・

Ｆ
〃
．
Ｐ
Ｇ
・
毎
■蹴
懲
對
燕
蹴
蝋
識

■
９
。
。

灘
画
鞭
先
嚢
電
瀧
鰭

》
誠
皿
靴
〃
、
赤

↓
．
．
、
、
匙
仇
伊
，
乳
．
’
‐
ゞ

＆
蝦
轆
於
磯
紳
綴
無
勢
幸
手
學
，
傭
，
一
・
や
↑
嘩
溌
、
錠
魏
．
綴
鰕
鈑
孝
錐
沙
↑
陪
隆
慥
叫
’
零
’
零

口
巳
Ⅳ

ａ
。
。

、
。
ノ
坐
鯵
惣
漉
戦
難
聴
様
埼
遥
搦
￥
、
↑
躰
土
執
畢
γ
洋
驚
．
蕾
・
魚
〃
縛
燃
、
砿
増
鏡
憎
鍾
‐
“
」
撞
恥
，
亨
派
潮
・
典
ゞ
・

■
■

ｐ

』
も
二
Ｍ

が

￥
》
峻
苧
増
魂
Ｙ
瀞
９
燈
鋸
懲
謙
典
″
ゞ
謡
‐
〃
・
迄
鶉
髭
や
．
，
鰹
．
鍾

墓
謹
鴬
藻
識
琴
塞
能
兼
剰
浅

一
霄
驚
一
』
拶
聴
１
．
息
半
ば
篭
・
厚
、
坐
」
〃
↑
．
．

ｐ
，
肱
系
Ｊ
国
ｆ
、
“
‐
‐

ボ
ス
ト
ン
近
郊
の
生
ま
れ
育
っ
た
コ
ン
コ
ー
ド
の
村

か
ら
歩
い
て
一
時
間
と
は
か
か
ら
な
い
ウ
ォ
ー
ル
デ

ン
の
森
の
湖
畔
の
手
作
り
の
簡
素
な
小
屋
（
八
畳
く

ら
い
の
広
さ
）
で
独
居
生
活
を
始
め
た
。
二
年
二
カ

月
に
及
ぶ
森
の
中
で
の
生
活
や
思
索
し
た
も
の
を
書

い
た
の
が
『
森
の
生
活
Ｉ
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
で
あ
る
。

『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
の
中
の
「
私
の
住
ん
だ
場
所
と
そ

の
目
的
」
の
章
で
、
ソ
ロ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
私
が
森
へ
赴
い
た
の
は
、
人
生
の
重
要
な
諸
事
実
に

臨
む
こ
と
で
、
慎
重
に
生
き
た
い
と
願
っ
た
か
ら
で

あ
る
」
。
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
「
暮
ら
し
は
低
く
思
い
は

高
く
」
を
文
字
ど
お
り
実
践
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

ソ
ロ
ー
の
師
で
あ
る
エ
マ
ー
ソ
ン
（
一
八
○
三
’

八
二
）
は
同
じ
コ
ン
コ
ー
ド
に
家
を
構
え
て
お
り
、

英
国
に
行
き
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
会
い
、
大
き
な
影
響

を
受
け
、
帰
国
す
る
と
『
自
然
』
と
い
う
エ
ッ
セ
イ

を
書
く
。
ソ
ロ
ー
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
学
生
時
代

に
こ
れ
を
愛
読
し
、
心
酔
し
た
。
エ
マ
ー
ソ
ン
は
『
自

然
』
の
中
で
言
っ
て
い
る
。
「
自
然
を
愛
す
る
人
は
、 畿恭‘鑛維沫雄聴伽稔鑛樵銭唾

内
的
な
感
覚
と
外
的
な
感
覚
と
が
常
に
ぴ
っ
た
り
と

互
い
に
適
合
し
合
っ
て
い
る
人
、
幼
い
こ
ろ
の
梢
神

を
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
失
わ
ず
に
き
た
人
だ
」

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
は
「
虹
」
の
短
詩
で
、
子
供
は
大

人
の
父
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
全
く
同
じ
見
方

で
あ
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
エ
マ
ー
ソ
ン
は
言
う
。

「
た
そ
が
れ
ど
き
、
曇
り
空
の
下
、
雪
で
ぬ
か
る
む

殺
風
景
な
広
場
を
通
り
ぬ
け
て
い
る
と
．
：
…
不
安
に

な
る
ほ
ど
嬉
し
い
の
だ
：
：
：
森
の
な
か
で
、
い
つ
さ

や
つ

い
の
卑
し
い
自
己
執
着
は
消
え
失
せ
る
。
…
…
い
ま

や
わ
た
し
は
無
、
わ
た
し
に
は
い
っ
さ
い
が
見
え
、

『
普
遍
者
』
の
流
れ
が
私
の
全
身
を
め
ぐ
り
、
わ
た
し

は
完
全
に
神
の
一
部
だ
」

酒
本
雅
之
訳

ソ
ロ
ー
は
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
や
『
メ
イ
ン
の
森
』

な
ど
の
作
品
の
ほ
か
に
膨
大
な
日
記
を
残
し
て
い
る
。

そ
の
一
八
五
七
年
一
月
七
日
に
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。
「
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
の
人
が
自
宅
に
帰
る
よ
う

ひ
と
け

に
、
僕
は
人
気
の
無
い
森
へ
散
歩
に
出
か
け
る
。
そ

う
や
っ
て
余
計
な
も
の
を
捨
て
去
り
、
事
物
の
有
り

の
ま
ま
の
雄
大
で
美
し
い
姿
を
見
る
。
．
…
：
僕
は
存

在
の
問
題
が
単
純
に
な
る
こ
の
寂
し
い
森
へ
や
っ
て

く
る
の
だ
。
…
：
・
森
の
中
の
空
き
地
へ
足
を
踏
み
入

れ
る
と
、
そ
こ
で
は
少
し
の
雑
草
と
枯
葉
が
雪
の
上

に
顔
を
出
し
て
い
る
だ
け
で
、
ま
る
で
開
け
放
た
れ

た
窓
の
所
へ
や
っ
て
き
た
よ
う
な
感
じ
だ
…
…
そ
う

い
う
場
所
で
は
い
つ
も
、
眼
に
は
見
え
な
い
が
、
壮

大
で
、
晴
朗
で
、
不
滅
で
、
無
限
の
勇
気
を
与
え
て
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が
悪
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

三
十
分
ほ
ど
で
車
両
の
あ
る
場
所
へ
た

ど
り
着
き
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
本
拠
地

へ
戻
れ
ま
し
た
。
Ａ
団
員
は
そ
こ
で
の

治
療
で
事
な
き
を
得
ま
し
た
が
、
Ｈ
団

叱
Ｕ
Ｄ
Ｊ
配
、

１
冊
し

ULIIH
lljitiH団員 K付1回

一つ夢

河
一
二
認
ｒ
ｄ
Ｌ
ｕ
に
辰

そ
の
場
に
伏
せ
て
無
傷

最
後
尾
の
Ｋ
団
員
は
一

一
一
１
０
、

鎖
を
三
カ
所
刺
さ
れ
、

ず
手
で
払
っ
て
し
ま
っ
て

た
か
↑

お
り
、

は
す
で
に
抗
体
を
持
っ
て

て
無
事
で
し
た
。
Ｈ
団

い
ふ
眠
り
↑
つ
い
生

の
Ａ
団
員
は
腕
ほ
か
四
力

／u,11II
へ

／三
番
目
の
Ｕ
団
員
は

〆

ン

心
》

州
》
州
睡
ニ
ュ

ー

一

自
分
で
も
具
合
い

つ
と
遅
れ
て
い

水牛の暴走

些

軍

輿 行 次 わ

貝
は
急
き
ょ
首
都
の
カ
ト
マ
ン
ズ
に
向

か
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
最
終
便
の

飛
行
機
が
遅
れ
、
幸
運
に
も
搭
乗
で
き

ま
し
た
。
大
病
院
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、

こ
の
薬
を
買
っ
て
こ
い
と
い
う
こ
と
で

（
ネ
パ
ー
ル
は
医
薬
分
業
）
、
大
き
な
薬

局
を
２
軒
回
っ
て
も
目
的
の
薬
の
在
庫

な
し
。
幸
い
若
い
Ｈ
団
員
は
、
体
力
に

よ
っ
て
自
力
回
復
を
果
た
し
ま
し
た
。

ハ
チ
毒
に
よ
る
シ
ョ
ッ
ク
を
和
ら
げ
る

た
め
の
薬
剤
名
は
「
エ
ピ
ネ
フ
リ
ン
」

（
商
品
名
は
ヱ
ピ
ペ
ン
』
あ
る
い
は
「
ボ
ス
ミ

ン
」
）
で
す
。
そ
の
ほ
か
、
市
販
に
は
抗

ア
レ
ル
ギ
ー
剤
、
抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン
剤
が

あ
り
ま
す
。
ハ
チ
は
黒
く
て
動
く
も
の

を
攻
撃
す
る
性
質
が
あ
り
ま
す
の
で
、

白
っ
ぽ
い
服
装
を
し
て
、
急
激
な
動
き

を
し
な
い
こ
と
が
重
要
で
す
。
Ａ
団
員

は
き
れ
い
な
銀
髪
で
し
た
の
で
頭
を
や

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
茶
髪
、
金
髪
、

光
り
も
の
は
安
全
と
い
う
こ
と
も
、
あ

坂
道
を
ロ
バ
と
一
緒
に
歩
く

る
程
度
事
実
の
よ
う
で
す
。

水
牛
（
ク
ラ
バ
オ
）
…
東
南
ア
ジ
ア
の
種

類
と
ち
ょ
っ
と
違
う
、
山
の
中
を
歩
き

回
っ
て
い
る
水
牛
が
ネ
パ
ー
ル
に
い
ま

す
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
多
い
こ
こ
で
は

普
通
の
牛
は
神
様
で
す
が
、
水
牛
は
そ

の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
、
使
役

の
果
て
は
食
用
に
さ
れ
ま
す
。
水
牛
は

そ
の
体
に
似
合
わ
ず
非
常
に
ナ
イ
ー
ブ

で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
に
大
き
な
反

応
を
し
ま
す
。
人
と
水
牛
に
は
そ
れ
ぞ

れ
相
性
が
あ
り
、
悪
い
人
は
い
つ
も
悪

い
状
態
に
な
り
ま
す
。
細
い
山
道
で
水

牛
と
出
会
い
、
互
い
に
目
が
合
っ
た
ら

大
変
で
す
。
水
牛
は
す
ぐ
パ
ニ
ッ
ク
を

起
こ
し
て
暴
走
を
始
め
ま
す
か
ら
、
①

水
牛
を
見
た
ら
な
る
べ
く
近
づ
か
な
い

で
や
り
過
ご
す
こ
と
、
②
目
を
合
わ
さ

な
い
こ
と
、
③
必
ず
山
側
に
逃
げ
る
こ

と
、
を
心
し
て
お
か
な
い
と
崖
下
へ
落

と
さ
れ
て
捻
挫
ぐ
ら
い
は
被
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
ま
た
も
や
Ａ
団
員
は
二
脚
下

の
田
ん
ぼ
に
落
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
立

派
な
登
山
靴
の
お
か
げ
で
無
事
で
あ
り
、

足
ご
し
ら
え
は
十
分
に
し
て
お
く
こ
と

が
平
和
安
全
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
教

訓
を
残
し
ま
し
た
。

ロ
バ
…
道
路
が
急
峻
な
ネ
パ
ー
ル
で

は
、
荷
物
の
輸
送
に
ロ
バ
の
隊
商
が
幅

を
利
か
し
て
い
ま
す
。
三
十
頭
ぐ
ら
い

ま
と
ま
っ
て
、
カ
ラ
ン
コ
ロ
ン
、
カ
ラ

ン
コ
ロ
ン
と
鈴
を
鳴
ら
し
な
が
ら
急
な

坂
道
を
上
が
っ
て
き
ま
す
。
後
ろ
か
ら

穂
ん
な

い
つ
も
旦
那
に
追
わ
れ
て
い
る
の
で
気

持
ち
が
高
ぶ
っ
て
い
る
の
か
、
常
に
イ

ラ
イ
ラ
し
て
い
ま
す
。
す
れ
違
う
と
き

に
は
細
心
の
注
意
が
い
り
ま
す
。
す
き

を
見
せ
る
と
す
ぐ
蹴
り
が
入
り
ま
す
。

崖
下
に
叩
き
落
と
さ
れ
て
は
大
変
で
す

か
ら
、
多
少
は
蹴
ら
れ
て
も
し
か
た
あ

り
ま
せ
ん
、
必
ず
山
側
に
逃
げ
る
こ
と

で
す
。
ロ
バ
の
気
持
ち
も
わ
か
り
ま
す

の
で
、
遠
く
に
ロ
バ
が
見
え
た
ら
、
で

き
る
だ
け
や
り
過
ご
す
こ
と
が
、
取
る

べ
き
安
全
対
策
で
す
。

安
全
に
海
外
勤
務
を
全
う
す
る
た
め

に
は
：
。
①
〃
待
ち
〃
の
時
間
を
持
つ
こ

と
、
②
動
植
物
と
の
相
性
を
良
く
す
る

こ
と
／
仲
良
く
す
る
こ
と
、
③
万
全
の

装
備
を
も
っ
て
事
に
当
た
る
こ
と
、
④

万
一
事
故
に
遭
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
を

常
に
ノ
ウ
ハ
ウ
と
し
て
持
っ
て
い
る
こ

と
、
⑤
ひ
た
す
ら
ア
ラ
ー
（
ヒ
ン
ズ
ー
）

の
神
、
あ
る
い
は
自
分
の
氏
神
様
に
祈

る
こ
と
…
で
す
。

そ
れ
で
は
、
留
置
言
罠
冨
言
一
・
重
（
良

い
お
仕
事
を
！
）
蟹
冒
冒
二
急
冨
冨
二

言
唇
．
（
ま
た
の
お
戻
り
ま
で
）
（
完
）

林堆技術No6691997．12
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海
外
で
注
意
す
る
も
の
に
、
動
植
物

が
あ
り
ま
す
。
う
っ
か
り
カ
シ
ュ
ー
の

若
い
果
実
に
触
れ
て
し
ま
っ
て
全
身
が

か
ぶ
れ
、
要
ら
ぬ
疑
い
を
か
け
ら
れ
た

人
も
い
ま
す
。
動
物
類
と
な
る
と
、
ま

ず
浮
か
ぶ
の
は
猛
獣
と
ヘ
ビ
で
す
が
、

不
意
に
出
会
わ
な
い
か
ぎ
り
は
逃
げ
て

く
れ
ま
す
。
ス
マ
ト
ラ
に
は
ハ
リ
マ
オ

ウ
（
ト
ラ
）
、
ゾ
ウ
、
サ
イ
が
い
て
、
時
々

住
民
を
襲
う
な
ど
と
報
道
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
た
い
て
い
は
そ
の
声
を
聞
い
た

り
糞
を
見
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

ヘ
ビ
は
ほ
と
ん
ど
が
毒
を
持
っ
て
い
ま

す
の
で
、
現
地
の
人
た
ち
も
住
居
の
近

く
の
草
は
常
に
短
く
刈
っ
て
、
潜
む
場

所
を
作
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

ヒ
ル蛭
…
一
九
九
○
年
大
阪
の
「
花
の
万

博
」
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
世
界
最
大

の
花
「
ラ
フ
レ
シ
ア
」
を
出
品
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
に
在
っ
た
私
は
、
花
博
に
出
向
し
て

い
た
朋
友
の
依
頼
も
あ
り
、
採
取
の
仲

介
を
し
ま
し
た
。
よ
く
テ
レ
ビ
で
「
あ

っ
た
、
あ
っ
た
、
あ
り
ま
し
た
！
」
と

絶
叫
し
て
い
ま
す
が
、
林
業
省
で
は
こ

れ
を
保
護
育
成
し
て
お
り
、
場
所
は
熟

知
し
て
お
り
ま
す
。
と
、
そ
ん
な
こ
と

を
言
う
と
夢
を
な
く
し
ま
す
の
で
、
ス

マ
ト
ラ
の
奥
地
に
出
か
け
ま
し
た
。
開

花
し
て
い
る
期
間
が
四
～
五
日
と
非
常

に
短
い
こ
と
と
傾
斜
地
の
込
み
入
っ
た

所
に
あ
り
ま
す
の
で
、
五
枚
の
花
弁
が

ち
ょ
う
ど
い
い
具
合
に
開
い
た
も
の
を

得
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
課
題
で
す
。

こ
の
採
取
期
間
中
に
悩
ま
さ
れ
た
の

が
ヒ
ル
で
、
一
○
琴
ぐ
ら
い
の
大
き
な

も
の
で
す
。
ヒ
ル
は
肩
凝
り
や
高
血
圧
、

あ
る
い
は
血
液
の
凝
固
を
防
ぐ
た
め
の

朧
用
Ｈ
的
に
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、
生

命
を
失
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
よ
う
で

す
。
血
の
気
の
多
い
人
の
血
抜
き
に
は

い
い
ん
で
し
ょ
う
が
、
好
ま
れ
な
い
動

物
で
す
。
さ
て
、
そ
の
予
防
に
は
忌
避

剤
を
塗
る
と
か
ス
プ
レ
ー
し
ま
す
。
足

元
を
し
っ
か
り
固
め
て
侵
入
を
防
止
し

ま
す
が
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
す
き

間
か
ら
で
も
入
り
込
み
ま
す
。
一
○

～
一
二
枚
ハ
ゼ
の
地
下
足
袋
で
も
短
い

よ
う
で
す
。
膝
ま
で
あ
る
長
い
ゴ
ム
長

靴
は
効
果
あ
り
ま
す
が
、
ダ
サ
イ
の
で

嫌
わ
れ
ま
す
。
い
っ
た
ん
吸
わ
れ
る
と

抗
凝
固
作
用
を
持
つ
物
質
（
ヒ
ル
ジ
ン
）

と
混
ざ
っ
て
血
が
な
か
な
か
止
ま
り
ま

せ
ん
。
ヒ
ル
が
満
足
し
て
ひ
と
り
で
落

ち
る
と
い
い
の
で
す
が
、
い
つ
ま
で
も

吸
わ
せ
て
お
く
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。

タ
バ
コ
の
火
を
つ
け
る
こ
と
が
い
い
と

い
わ
れ
、
現
地
の
人
た
ち
は
タ
バ
コ
を

ほ
ぐ
し
て
水
に
溶
い
た
も
の
を
吸
わ
れ
近
く
の
巣
を
け
散
ら
か
し
た
と
考
え
ら

た
痕
に
つ
け
ま
す
。
男
性
に
は
そ
の
痕
れ
ま
す
。
ハ
チ
や
ク
マ
に
や
ら
れ
る
の

跡
は
た
い
し
た
支
障
は
な
さ
そ
う
で
す
は
先
頭
を
行
く
も
の
で
な
く
、
次
に
続

の
で
、
吸
わ
れ
た
ら
我
慢
し
ま
し
ょ
う
。
く
も
の
と
相
場
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

八
チ
宙
の
、
（
し
亘
⑩
ご
二
、
伽
ロ
（
く
⑩
‐
で
す
か
ら
安
全
の
た
め
に
も
率
先
し
て

８
皇
巴
王
Ｏ
ョ
典
（
く
の
、
８
）
）
…
問
題
と
先
頭
を
歩
き
ま
し
ょ
う
。

な
る
の
は
ヴ
ェ
ス
パ
属
の
ス
ズ
メ
バ
チ
さ
て
団
員
四
人
が
歩
行
中
、
ハ
チ
の

で
す
。
ハ
チ
に
刺
さ
れ
る
と
「
抗
ハ
チ
攻
撃
を
受
け
、
子
供
の
後
を
い
く
Ｈ
団

毒
」
抗
体
が
体
内
に
で
き
る
た
め
、
ア
員
は
と
っ
さ
に
伏
せ
ま
し
た
が
、
頭
中

蕊蕊篭蕊鍵譲

と

ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
起
こ
し
、
危
険

な
状
態
に
な
る
人
が
い
ま
す
。
ま
ず
自
分
が
ど

う
い
う
状
態
に
あ
る
の
か
を
知
っ
て
お
く
こ
と

が
重
要
で
す
。
近
く
の
診
療
所
等
で
簡
単
な
血

液
検
査
に
よ
っ
て
①
垣
Ｅ
（
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン

Ｅ
／
レ
ア
ギ
ン
）
定
量
、
②
ス
ズ
メ
バ
チ
抗
体
、

に
つ
い
て
の
陰
性
・
陽
性
を
調
べ
て
も
ら
い
ま

す
。
巣
作
り
を
行
っ
て
い
る
最
中
の
ハ
チ
は
神

経
が
過
敏
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
よ
う

な
場
所
に
は
近
づ
か
な
い
こ
と
で
す
。
注
意
し

て
い
る
と
ハ
チ
の
斥
候
が
飛
ん
で
い
る
の
に
気

づ
き
ま
す
。
ハ
チ
の
川
入
り
が
多
く
な
る
と
要

注
意
、
速
や
か
に
退
避
す
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。

よ
く
、
退
治
し
て
や
ろ
う
と
い
っ
て
返
り
討
ち

に
遭
う
人
が
い
ま
す
が
、
な
ま
は
ん
か
な
装
備

で
立
ち
向
か
う
の
は
や
め
ま
す
。

ネ
パ
ー
ル
で
生
活
道
路
を
歩
い
て
い
た
私
た

ち
の
一
行
が
、
い
き
な
り
ス
ズ
メ
バ
チ
に
襲
わ

れ
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
先
を
地
元
の
子
供
が
牛

を
追
い
立
て
て
い
ま
し
た
の
で
、
多
分
、
牛
が

休業技術N0．669 1997.12
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本の紹介』全国森林病虫獣害防除協会編

祉.《い虫【ヤヅ村陣醐）
一忽■歩■…

■■･も虹…■公伺■ー『

病）松くい虫(マツ材線虫
一沿革と最近の研究一

発行：全国森林病虫獣害防除協会
〒101千代田区内神田1-1-12

公03(3294)9719

1997年9月22日発行B5判，

定価3,000門（税込）

274頁

平成9年3月に20年間継続

した「松くい虫被害対策特別措

置法｣力糊限切れを迎え，4月に

は「森林病害虫等防除法の一部

を改正する法律」力施行された。

いままで,松くい虫あるいは材

線虫病に関する解説書として

‘松くい虫の謎を解く，，(伊藤一

雄,1975)が最初に上梓され，い

わゆる松くい虫の赤本として親

しまれてきた｡その後,森林防疫事

業三十周年記念として出版された

"森林病虫獣害防除技術"(全国森

林病虫獣害防除協会,1982)の中で，

‘松くい虫防除研究この10年”と

して取りあげられて,すでに15年

が経過した。このような背景から，

本書は大きな転換期を迎えた松く

い虫（材線虫病）に関する図書と

して，時宜を得た出版といえる。

本の膝の紹介l
r－

i書画潮噛2'剛蹄
馨色W■

村井宏・堀江保夫編

新編治山･砂防緑化技術
一荒廃環境の復元と緑の再生一

発行：㈱ソフトサイエンス社
〒107東京都港区赤坂2-15-18西山赤坂ビル

盆03(3505)4341㈹

1997年9月1日発行B5判,332頁

（本体9,500円十税）
里鞍鑿 葱

治山・砂防の分野の中で，緑

の再生についての歴史は古く，

山腹工事や海岸砂地造林の最後

の仕上げである植生導入をF1的

に，さまざまな努力が始まった

のは数百年も以前である。その

後，山腹荒廃地での土壌浸食を

抑え，また，海岸部での飛砂防

止を図る技術は着実に改善され

てきたが，同時に行われる土木

的な手法の検討に比べて低位で

あった。

林業技術N().669199712

しかし戦後,特に昭和30年代前

半からは，わが'塾l経済の高度成長

に|'fう土地利用の高度化や各種の

大規模開発が進むにつれ，緑化を

必要とする箇所は大きく拡大され

てきた。それに伴って，導入する

箪本や樹木の生育特性の解明や，

緑化基盤をつくる土留工や水路工

などの検討と新しい資材の開発な

どによって，その技術内容は大Illm

に進歩してきている。

加えて最近は，自然的な優れた

本書の樅成は，8章から成り，

抵抗性マツの育成の章が膨大過ぎ

ることを除けば，バランスのとれ

た章立てといえる。本書では，今

までの松くい虫の行政的な沿革と

最近の研究動向を述べるにとどま

らず,"実用化された防除手法の評

価とマツを取り巻く環境などの検

証”と題して実際の松くい虫防除

の最終目標に迫ろうとしている点

が特筆に値する。また，各章の論

述は森林総研と林木育種センター

の第一線の研究者に委ねられて，

記述は概して新鮮で最近の研究の

動向がわかりやすく取りあげられ

ている。わが国の松くい虫に対す

る研究アクティビティとは裏腹に

著者の意気込みが感じられ，今後

の展開が期待される。特に若手研

究者の本書の上梓に向けての努力

環境へのあこがれがとみに高まり，

r緑」に対する期待は極めて大き

く，かつては緑化困難と思われた

箇所にもさまざまな緑化工が実施

されている。それだけに，実施対

象地の諸条件を十分に勘案したう

えで緑化の方針を定め，そのため

の緑化手法を選定していかなけれ

ば，緑化の着実な成果を上げにく

いところが多くなる危険性もはら

んでいる。

このような時期に，編者の1人

である村井氏がかつて刊行された

｢治山緑化工」（農林出版，1984）

および，もう1人の編者の堀江氏

が主体となって出版された「自然

をつくる緑化工ガイド｣(林業土木

コンサルタンツ，1997）の両実務

轡を基に，緑化技術関係に経験豊

寓ないろいろの立場の専門家19

名の方々が，理論から実行までに

わたって意欲的に本書をまとめら

れた意義は極めて大きい。

ひと口で言えば，治111･砂防分



37

一~■一一一一。－歪

噂輸X"Z
に拍手を送りたい。

松くい虫被害は，世界的な樹

木の流行病として知られている

ストローブマツ発疹さび病，ニ

レ立枯病，クリ胴枯病と並んで，

世界の大流行病となることが現

在懸念されている。本書の緒言

で小林一三氏(前森林総研所長）

が,｢二十一世紀における松くい

虫対策を目指して本書がよい参

考資料になることを願う」と述

べているが，今後の松くい虫被

害対策はあるいは材線虫病研究

は，本書なくして語ることがで

きないと思われるほど読みごた

えがある。本書は価格も手ごろ

であり，是非全体の通読をお勧

めする。

(東京大学大学院
農学生命科学研究科/鈴木和夫）

林政拾這抄

鯖の道
（続き）

20号台風が日本列島をかす

め不安定な気象が続く中,｢鯖の

道研究会」（百里ヶ岳,三国岳周

辺の植生と林野と人間との関係

を研究する会の略称)？鴬さん
と，滋賀県朽木付から根来坂峠

を越え福ｿ|:県小浜市に至る「鯖

の道」を歩いた。日本海側と中

央の奈良・京都を結ぶ重要なル

-I､として，古くから多くの人

が通った道である。イノシシが

クズの根を掘り出し，クマがス

ギの皮を剥いだりした痕跡が

所々に残る枯葉の積もった細い

111道を，約4時間かけて越えた。

この道は「鯖の道」の名称の

ように，塩漬けにした鯖のほか，

各種のH本海側の産物を運んだ

道であった。10世紀に編纂され

た「延喜式」にも，若狭国から

現物で納めた「調」として，ア

ワビ，イカ，イリコ（ナマコの

腹ワタを取り除き干したもの)，

スシ，ウニ，塩などが記録され

ている。大陸から渡来した文化

もこの道を通ったことであろう。

だれがこれらの品物を運んだの

か，それは私どもの大きな関心

事であった。

この点について，峠越えした

後，根来生産森林組合長の川端

栄太郎さんの体験談を詳しくお

聞きする幸運に恵まれた。川端

鯖の道を歩く
１
１
１

Ｉ
Ｉ
１
ｉ

さんの話を要約すれば,｢根来は

1I1の中の集落で水l1lが少なく，

主要な生産物は木炭だけだった

ので貧しく，現金収入の道を小

浜で仕入れた荷を朽木村に運ぶ

駄賃稼ぎに求めた。8貫から12

賞（l貴は約4キロ）の荷を担

ぐとか，もっと重い荷を牛に背

負わせて峠を越えて運んだ」と

いう。「朽木村は水田があり，木

地産業が盛んな豊かな村だから，

貧しい根来の人たちのよい稼ぎ

場となった」とのことであった。

重い荷物を担い運ぶ山道の難

儀さは，歩いた私たちの実感か

らも容易に推測することができ

た。こうした苦労を身をもって

知ることができる「鯖の道」は，

貴重な「歴史の追体験の場」で

もあった（本シリーズ，1992年

10月号「鯖の道」参照)。

なお種々，ご配慮いただいた

福井県，若狭森林組合にお礼巾

し上げる。

（筒井辿夫）

野の中の緑化技術の集大成版と

いうことになるが，特徴として，

①緑化工を計画・実行するにあ

たっての理論と実際がほぼ網羅

されている，②時代とともに変

化してきた工種・工法がすべて

取り込まれている，③これまで
の著書ではあまり見られなかっ

た施工困難地の緑化方法が整理

され，それらが地帯別に多くの

実例を基に紹介されている，が

挙げられる。

施工地の環境解析手法や，今

後いっそう重要性を増す施工跡

地の調査法や保育方法にも触れ

ている点や，景観や生態系など

との関連で考えられる問題点も

提起されている。緑化技術に関

心のある計画立案者や実務者は

もとより，大学や研究機関の

方々にもぜひ一読していただき

たい本である。

(林業土木コンサルタンツ

研究顧問/雌波童士）
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新田隆三の5時からセミナー6〈最終回〉腺つかず彼の｣壷通り過ぎた
一方，かくも鈍感なる我々を尻

目に，卵だけでなく耳も人間より

人間ドッグの季節蛸遮臘雛沸雪，
避難者の体温が高く雪塊にまだ隙

間の多い雪崩直後ほど，犬の能力

が活きる。

人間ドック（短期入院による検は電磁機器以上に商く評価される。雪崩犬の養成に時間と金がかか

診）よりも人間ドッグのほうが 雷崩に全身埋まった人の75％る割には，雪崩犬として働ける期

重々しい響きだ。それゆえか最近，は45分以内に死亡する。15分間間が3年から5年程度と短い。

病院の看板にも厚生関係の回覧文は何とか耐えても，それ以降は（2,500人を救った実績のある犬を

書にも「人間ドッグ」が横行し，タバタと死ぬ。圧死・窒息死であ頂点に据えたヨーロッパの捜索シ

これが現代語として定着しつつある｡人を助けるには簸初の15分がステムに対抗して，アメリカは雪

るかの錯覚を私に与える。アンチ勝負なのだ。崩用トランシーバー「ビーコン」

お役所外来語の旗手小泉厚生大臣遭難現場で私ら鼻の利かない捜を1960年代につくり，ビーコンを

様，ご存じなのでしょうね。 索隊員は，ただ隊列を組んで鉄棒軸にした捜索システムを築いた。

官民さまざまの雪崩学校の講師を雪深く刺す単純作業を繰り返すしかし（うれしいことに）機械万

でもある私は，雪崩救助訓練で毎のみ。それでも凍った雪，士砂混能主義は破綻したらしい。今日で

冬「雪崩犬」や「山岳救助犬」とじりの雪，硬直した遺体を鉄棒のはアメリカでも，ゴールデンレト

ー緒に仕事をする。17世紀からス感触により判別するのは至難であリーバ，ラブラドルレトリーバと

イスのグラン・サンベルナール峠る。富士111では両頬を貫通した小いった犬種を救助犬に育て上げ，

付近で雪中行き倒れの旅人を救っ孔を持つ遺体が後で発見された。効果を上げ始めている。
た大型犬の能力が，いまも現場で捜索隊のだれかがその前に，アダスイスでは数十年前に，救助犬

I

§鱗議鱈謬巻嘗本の穂喋ヲ 木質ボードの需給量の推移

近年，建築資材の品質重視の傾

向等を背景に，集成材や木質ボー

ドの需要が増加している。

また，海外の産地国では製品輸

出志向が高まっており，わが国で

は製材品に加え，木質ボード，集

成材の輸入鎧が増加している。な

かでも削片板（パーテイクルボー

ド）や繊維板（ファイバーボード）

の木質ボードの輸入鐘が急増して

いる。

平成8年の削片板と繊維板の需

要量は，削片板が184万5千㎡，

繊維板が194万6千m3である。ま

た，供給脇をみると，輸入爺では

削片板が55万3千㎡，繊維板が

79万2千㎡である。国内生産垂で

は，削片板が129万2千nf,繊維

板が115万4千㎡である。

平成8年の輸入城，国内生産最

について平成元年を100とした指

木質ボード等の輸入量と国内生産量

（輸入賊）脂数指数 (凶内生産1lt)
－←制ハ版一一織雑版6()(）

5()(）

.100

30(）

200

100

（）

140

120

100

8(）

60

40

20

板
恢

８
１ｊ削
介

一
一

一。一繊維版
一一製材肋

U‐

、順成沁2称.j5678年

資料：大蔵省「貿易統計｣．通商雄業竹r窯業．建材統;|･年報」

､14,成沁2315678$|

農林水雌竹「木材需給縦告ilf」
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を疲れさ誌ないで現場へ早く遮
ぶための橇が実用化されている。

犬橇とは反対に，スキーパtロ
ール隊員が犬を乗せた橇を曳く

のだ。3年前に我々は中央アル

プス千畳敷で，長野県鮮察犬訓

練所の救助犬2頭の活躍により

6名の登山者の遺体を短時間の

うちに発見収容した。大動員さ

れた捜索隊が鉄棒で燕をあけて
回る。これら無数の孔が雪中深

部のにおいを早く雪面にまで出

し，救助犬による早期発見をお

手伝いしたことになる。

優れた犬に奉仕するは誇り高

き霊長類1人間国宝，人間ド

ックに並んで人間ドッグという

項目が辞書に載る口が近いのか

もしれない。

山地災害に対する

譽戒･避難体制について

ｒ
Ｆ
Ｐ
Ｆ
頂
幽
申
碍
２

水上地すべり，駒ケ岳におい

ては，災害時における警戒・避

難について，治11l事業実施主体

が地元自治体，住民，関係機関

に積極的に働きかけていること，

砂防事業等と上下関係になる他

所管事業とも一体となったシス

テム構築を図っていることなど

がうかがえ，長野県においては

道路等の交通体系が被災する中

で、住民の方々の自主避難によ

り被害が免れたようすがうかが

えた。いずれの課題についても，

業務多忙の間を縫って取りまと

めに当たられたことに敬意を表

したい。

しかしながら，兵庫県の浅田

氏らが指摘しているように「避

難訓練の繰り返しによる住民意

識のマンネリ化」や，長野県の

塒谷氏による「被害発生箇所近

隣の住民のほうが危機意識が少

ない」という指摘は気になると

ころである。ノ川えて，治山ダム

等の防災施設の設置による住民

の過度の安心感や警戒・避難基

準雨最の画一的運用なども大い

に気になるところである。

今後とも山地災害の未然防止

に向けて，これらの問題を解決

していくことがわれわれ行政技

術者にいっそう求められるもの

と考えられる。そのためにも，

今何の研究発表にあるような地

域ごとの地道な取り組みについ

て，われわれ技術者が絶えず関

心を寄せていくことが重要であ

ると考えている。

(H.Y)

(この欄は編集委員が担当しています）

本年7月の鹿児島県出水市の

針原川災害,昨年12月の長野・

新潟県境の澗原沢災害等では多

数の尊い命が失われた。一・方で，

本年5月の秋111%↓鹿角の地すべ

り災需では，旅館経営稀の機転

により，宿泊客らが事前に避雌

し惨嚇を免れたという事例もあ

る。

このようなl11地災筈の発生状

況を踏まえて，行政における警

戒・避難体制の充実があらため

てクローズアップされている。

本年10月に東京･平河町の砂

防会餓で州|鵬された第37同治

III研究発表会の指定テーマの1

つに「111地災ﾔlfに対する降戒・

避雌対紫」があった。発表課題

は3つあり，まず，兵庫ﾘ14浅III,

竹下，佐藤各氏からは兵I市県村

llill1iの水|地すべり災審発生地

において，リ14と地元ll11.が役割分

担をして観測機器等をi没慨し，

|＃l術隊，県鴨聯を含めた防災体

制を柵築し，朧雌を含めた避難

訓|練を実施しているようす。続

いて函館営林支局の村1I1氏と北

海道のlP野氏からは，．|上海道駒

ケ岳火lllにおける警戒避雌対･紫

について，肘・道をはじめ地元

関係l111.,ILI術隊，建設業者等か

ら成るエ事安全連絡協縦会等の

股溌状況,避雌訓|練の状況,瞥戒

避難システムの設澗状況が。最

後に，長野県の岩谷氏からは平

成7年7nに大規棋な豪雨災害

が発生したものの，犠牲荷が生

じなかった小谷村における住民

の方々への災害に関する意識調

齊の結果がそれぞれ報杵された。

(にったりゅうぞう／
信州大学農学部附属減習林教授）

蕊蕊鰯糧熟＃灘:’
－ 一一一

数でみると，輸入:職は削片板が

3.8倍，繊維板が5．4倍となって

いる。製材品や合板もそれぞれ

1.2倍,15倍と増えているが,削

片板や繊維板ほどの伸びではない。

また，国|ﾉﾘ生産鼠は削片･板が

1.2倍，繊維板が1．3陪となって

いるが，製材品や合板はそれぞれ

0.8倍，06．陪で年々減少してい

る。

国内で生産される削片板や繊維

板の原料は，建築廃材，外材等に

依存しており，国産材の利用が|遇’

られていない状況にある。

このような中で，今後も削片板

や繊維板の需要増加が見込まれ，

木材の有効利用をI災lるうえからも

製材工場等から発生する端材等を

安定的に確保し，低位利用資源を

有効利用する体制の整備が必要で

ある。
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蕊職謄腎瀞 繍 鵜;綴|漁猟謄雛：犠》縦1艤競|壗蝋謄鰯
平成8年度業務報告書ロマツノザイ．センチュウ抵抗性マツ導入試験

山口県林業指導センター佐渡蜻紀，松尾正史’

5研究部口林業技術体系化洲査縦波靖紀，丸木順次｜
口地域に適合した機械利用作業体系と路網配置の研ロスギ・ヒノキ人_に林におけるキバチ類の被害実態｜
究前I｢I純一，穴水義徳の把搬と防除技術に|災lする基礎訓森
口県産スギ構造用製材の乾燥技術に関する研究禍膿仲好,tll)-y裕之｜

穴水義徳，前田純一口野生獣類の生息動態と森林被害の防除技術に関す｜
口菌根性きのこの安定生産技術の開発る調森I11戸裕之，編原仲好｜

井上祐一，前田純一ロヒノキ鰄脂術の発生に関与する要|大|の解明と被害｜
口腐生性野生きのこの人工栽培技術の開発回避法の開発に|塊lする調査lll戸裕之，:脇原伸好｜

井k祐一，穴水義徳口薬剤防除安全確認洲森
口県産材の有効利用によるシイタケ菌床栽培試験丸本順次，福原伸好,111戸裕之｜

穴水義徳，井上祐一松尾正史，佐渡蜻紀
口混交林等多面的機能発揮に適した森林造成管理技ロマツノザイセンチュウ防除試験(2年、残効試験）
術の開発佐渡靖紀，松尾正史福原伸好｜
口酸性雨等森林被害モニタリング事業口林業技術現地実用化試験（シイタケ菌床害虫タマ’

松尾正史，佐渡靖紀バエの生理・生態調査）

ロ衰退森林健全化技術対策事業福原伸好,ji:上祐一，田戸総之｜

松尾正史，佐渡靖紀★ここに紹介する淡料は'li販されていないものです｡必要な方’
ロ精英樹さし木品種の耐陰性試験佐渡靖紀は発行所へお問い合わせくださるようお願いいたします。，

撤業關康行雲一覧

区分

全国

〃

区分

群馬

一一一一■■一

行 事名 IりI間

第1回木造建物，エクステ12.20締切
リア．インテリアの木材活
川コンクール

｢緑のふるさと協力隊』募集12.20締切

行事名

11t界木のクラフト腱iﾙに
えますか森の声

l#IH

1.16～2(）

1 2月
iﾐ雌剛体／会場／行dI;内容等

11本木材背壮年団体連合会（＃〔京部江東区深川2－5-11木材会館.106a
03-5620-4806)／木材の滞要砿ﾉ<と木材業界の活性化を日指す。応募対象
物の条件＝平成7年1月から平成9年12月20日までの間に完成したもの。

地球緑化センター(a03-3241-6450)/国内各地で緑の卜lおこし町おこしを
進める地方rl治体の祈励に.1年間のフルタイムボランティアを派避。応
蝶資絡？18歳～55歳の全期間参加できる男女。

1 月
i:雌剛体／会場/ifJ1I内容等

伽H本木材総合柵雛センター（東京部文京IX後楽1-7-12a03-3816-
5595)/i断崎シティギャラリー（群賜りiLI断崎市間松町35-1)/木の特性を
生かした木1洲,クラフト作品を腱示・紹介し，消批荷に水の持つぬくもり
をI琳碓縄させ.4推肯の制作意欲の向上を|叉Iり.木材.の洲及啓発を促進する。

平成10年度《日林協学術研究奨励金》助成テーマ募集のお知らせ
●助成の内容●●募集要領●
1.研究テーマ：森林またはその周辺環境の生態，管理経1.募集提出謝頬：『、林協学術研究奨励金交付申請稗(研

営,利用に関する研究調査。（個人の研究を対象とする究計両替)』および『所属長の推聴番』…所定の州紙(II
もので，組織・機関の公費を以ってすべき研究を対象林協各支部にあり）に記戦｡記戦の主たる内容は7I旧請
とはしない）者(個人)記録，研究協力肴氏名，研究、的，実施内容，
2.対象帝：募集期限日に40歳以下の者｡個人または期待される成果，研究年次計画等
小人数の研究グループ。国籍，性別，所属，経歴を間2.応募期限：平成10年2月28日（必着）
いません。3．|I畷：密査＝3月下旬，遮知＝4月上旬，肋
3.助成期間：1テーマ2カ年を原則とする。ただし1成金の交付＝4月末'一|･
年間の継続を認める。4.成果等：助成を受けた者は1年||には『当ｲ|急の
4.助成金額：1テーマ150ﾉJI'j以内(特例の場合は50成果糀併ilド』を，また雌終年には『雌終成果報告苔』
万円以内を追加助成)。を各1部提出。

※問合せ/連絡先：日本林業技術協会総務部まで。("03-3261-5281,FAXO3-3261-5393)

休業技術N0.669199712



林業技術平成9年-1997年（658～669号）

総 目次

三△･
嬉同冊

国内森林資源を生かすために
－売れない｡伐らないからどう脱出するか堺正紘659

林業研究における生物機能の新利用技術－その現状と展望森徳典66O
新しい国有林像形成の本番を迎えて手束平三郎661

野生烏類の保護と林地開発－特に猛禽類を中心にi11井正敏662

新たな「認定林家制度」への期待と課題坂口輔吾663

森林法100年に当たって－これからの森林づくりの腱望柿澤宏昭664

水辺林の保全に向けて－研究の現状と課題中村太士665

新しい国有林像形成の本番を迎えて－その二手束平三郎666
大分のスギ林業を中心とする課題山田欝夫667

北海道の森林・林業の現況と今後の取り組みについて金谷紀行668

木材加工業者から見た日本林業と林政の不思議II]島道夫669

解説

特集森林GIS(地理情報システム）への道
これからの森林管理と森林GISの役割木平勇吉658

森林GISとはどういうものか伊藤達夫658

森林GISの世界松村直人658

森林GISの導入と稼働
一大阪営林局と東京営林局における森林GIS稼働の実際酒井武・齊藤胱三658

森林GISに関する都道府県の取組み状況の概要田島裕志658
GISを巡る業界・学会・官界の動き稲葉和雄658
GISとリモートセンシング技術の組み合わせ渡辺宏658

特集国産針葉樹乾燥材の供給体制づくりに向けて
国産材の乾燥材供給体制づくりに向けて久田卓興659
スギ乾燥材と市場の動向佐々木幸久659
山元での乾燥材供給の体制づくり－ドライログ推進の意味と対策西谷嘉涛夫659

国産針葉樹材の乾燥技術河崎弥生659
■国産乾燥材情報コーナー659

時事「森林資源に関する基本計画並びに重要な林産物の需要及び
供給に関する長期の見通し」の改定について津本頼光659

特集木の根を探る

樹木の根の素顔苅住具660

山崩れと木の根の働き阿部和時660
木の根の病気と被害回避林康夫660
根へのいたわり－移植と根長谷川久太夫660

日本の根研究の発展を目指す「根研究会」 森田茂紀・阿部淳660

予算平成9年度森林・林業関係予算（案）の概要川戸英騎660
特集クスノキ
クスノキの分類・分布・生態河原孝行661

家具材としてのクスノキ迫田忠芳661
クスノキと日本人－その全体像を求めて牧野和春661
藩政時代からのクスノキ水源林

一小浜温泉岳国有林「クスノキ植物群落偶罐林」剛渕睦夫661
藩政時代のクスノキ水害防備林

一国指定天然記念物・瀬高町のクスノキ林商巣清661
■樟樹閑話（クスノキと樟脳・年表／文献）661

展望21世紀に向けた「環境の内部化」
－経済活動と調和した森林の取り扱いをめざしてI｣.l口秀実661

写真探訪海外の森林・林業博物館(上）
－スウェーデン凶リュクセールの場合日概幸雄661
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特集第108回日本林学会大会短信
私の研究発表聞き歩記（あるき）

|漂識幾瀧瀞灘落雛譽｜
提言林政・国有林問題に関する提言㈱日本林業協会
焦点神奈川県営水道で水道料金に森林費用上乗せ

－その背景の認識こそが普及の基盤木村晴吉
写真探訪海外の森林・林業博物館(下）

－世界最大規模を誇る韓国国立山林博物館の場合日置幸雄
特集木の葉を探る

木の葉の働き菊沢喜八郎
森林の葉量とそのつき方一生産量を決める要因として宇都木玄

葉 の光合成小池孝良
木の葉の成分とその利用谷田貝光克

検証広葉樹から針葉樹への林種転換は水枯れの原因か
－岩手県内安家川での実証研究石井正典

解説
森林計画制度の歩み林野庁計画課
保安林100年の歩み林野庁治山課
パイオニアファイル1化石花粉の葉緑体DNA分析に成功河室公康
焦点林業技術者問題を考えるⅢ
林業技術の歴史性古田公人
現場から林業技術を考える福田淳
新時代の林業技術者甘利敬正
フォレスターの職業倫理一米国フォレスター協会倫理規範の紹介小林富士雄
解説環境影響評価法の制定について小島孝文
パイオニアファイル2森林GISは流域管理にどのような役割を果たせるか鄭躍軍

巻末資料林政審議会：国有林野事業の抜本的改革の方向（中間報告）〔本文全文〕
特集クリノキ

クリノキの特性谷本丈夫
漆器素地としてのクリノキー産地山中での位置づけ向平節
クリノキの造林と最近の動き－岡II1県北・ろくろ材利用の場合橋詰隼人
果樹としてのクリ壽和夫
クリと人とのかかわり史辻誠一郎
クリの町・小布施呉羽勝正

パイオニアファイル3木材の表面処理一プラズマ処理・金属メッキ瀬戸山幸一
特集生物多様性の保全と森林の取り扱いI
生物多様性の保全と森林管理の視点藤森隆郎
今里山では中川重年
森林風致と生物多様性杉村乾
誕生の背景から考えるビオトープ芝正己

探訪高知市の日曜市と農山村振興杉浦孝蔵
パイオニアファイル4r日本応用きのこ学会」の設立にあたって古川久彦
特集林木育種の翻犬と将来展望
林木育種は何をしてきたか，何ができるのか

－林木育種の諸問題を探る栄花茂
地域における林木育種清藤城宏
林木の育種，今までの成果田島正啓
林木育種による材質改良のとらえ方と将来展望藤澤義武
DNAが切り開く新たな林木育種システム

-DNA親子鑑定を導入した次代検定白石進
最新の技術情報一育種における組織培養の活用石井克明

パイオニアファイル5山火事の産む木炭と森林の遷移(上）
－スウェーデンの北方林研究に学ぶ室田武

特別寄稿インドネシアの森林火災と煙害宮川秀樹
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特集森林条約に向けた取り組みとわが国の役割
「緑のネットワーク」の確立に向けて

－『国際的な森林整備の推進に関する懇談会』の提言
森林を巡る近年の国際動向
トルコ・アンタルヤで開かれた第11回世界林業会議の概要
わが国の森林・林業にとっての国際森林条約
「森林条約」と研究サイドの取り組み

－持続可能な森林経営像の具体化に向けて
パイオニアファイル5山火事の産む木炭と森林の遷移(下）

－スウェーデンの北方林研究に学ぶ

佐ﾉ噂木恵彦
後藤健
徳川浩一
藤原敬

669

669

669

669

９
９
６
６
６
６
吾
武

精口
田
坂
室

新年のごあいさつ三澤毅
第43回(平成8年度)森林･林業写真コンクール優秀作品(白黒写真の部)紹介
く第43回林業技術賞業績紹介＞
福島県におけるマツ材線虫病被害実態の解明と防除法の|淵発および普及在原登志男
松くい虫防除技術の検討と防除事業の効果的推進藤下章男
シイタケの大規模施設園芸栽培に適した栽培技術の開発とその普及渡辺和夫・久保正秀
永年にわたり林業機械の改良，考案に取り組み，残した幾多の業績井上重徳
く第8回学生林業技術研究論文コンテスト要旨＞
一般市民の森林管理に対する意見と認識の関係

一大阪府でのアンケート調査をもとに伊藤敬子
杉廃材チップを用いた高温好気法による食用廃油の生物燃焼処理藤田元夫
森林土壌中のCO2濃度及び地表面でのCO2湧き出し量の測定野口宏典
奥日光ウラジロモミ林の分布特性とシカ喰害の現状佐藤顕信
沿岸海域の保全を考慮した森林政策の考察平野聖子
霧島新床国有林におけるニホンジカの採餌とモミ,ツガの更新に及ぼす影響飯田紀子
く第43回林業技術コンテスト発表要旨1＞
クローン管理で地域銘格材生産を－ナンゴウヒ研究会の設立家入龍二

スギ雪害抵抗性新品種「出羽の雪1号，同2号」の郵也適応等について高橋光夫・滝口幸男
浅間山麓におけるカラマツの天然更新について(中間報告）小須田哲
知床国有林おけるミズナラ堅果結実調査志村英男
高寒地造林試験について杉村茂・板東哲夫・岩間平通
複層林の天然稚樹について福田誠
合自然的造林方法の確立

一低コスト造林地におけるヒノキの生育調査(中間報告）弘兼光秀
「室蘭バットの森」の今後の施業牧野みほ・大河内康裕
く第43回林業技術コンテスト発表要旨2＞
カラマツハラアカハバチの紹介と被害報告岸千春
広葉樹を食害しているシャクガ類について竹田繁義
カラマツ林に大発生したヒラタハバチの調査(経過報告)について斉藤孝次・小西孝広
ツシマヤマネコにやさしい森づくり等について高橘律雄
高密路網の敷設および間伐促進技術の検討阿部拓・金子友治
rU型鉄筋ジョイント工法」について松野喜一・武田考
電気防護柵によるカモシカ被害対策鈴木良和・山田英人
ハラアカコブカミキリによる椎茸原木の被害とその対縦について

－宮崎県北郷村における防除策について谷本隆敏

随筆
日本人の長寿食34～36永山久夫
新年の不老長寿法658最後の「不老長寿食」（最終世I)
梅干しは酸っぱい“長生食”659

私の英国留学の記一ぬるいビールで乾杯，チアーズ.ノ 渡辺達也
2.ポーダーズ地域への視察5.サセックス大学

（その2）とカレッジ6586.しみじみと振り返るあれこれ
3.素晴しきOFIシステム659(鹸終回）
4.ポルトガルへの視察と留学生たち660

自然・森林と文学の世界1～9久能木利武
1.芽吹き一木均の祈り6612.緑の季節はロビン・フッドの世界

８
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６
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3.シェイクスピア－喜劇の中の森6636.秋ヘッセの雲と樹木と666
4.シェイクスピア一悲劇の中の森6647.ワーズワースの森で667
5.｢魅惑の夏」に8．11月，豚にドングリの実を食べさせる668

－田園詩人ジェフリーズ6659.ソロー先生電柱に耳をあてるの巻669

最新・細心・海外勤務処方菱鈴木康之
健康編①デング熱，アメーバ赤痢は安全編①パイナップル爆弾の総攻撃
海外専門家の誉れ…か666（交通事故にご注意を./）668
健康編②望郷病（ジアルジア症）の安全編②蛭とハチと水牛とロバ669
治療はコンビニ弁当で667

技術情報659660661663664665667668669

林業関係行事一覧658～669

グリーン・グリーンネット

長野県支部『日本最大の木造車道橋誕生』658秋田営林局支部『日本一のっぽの秋田天然スギ
(植物群落保護林)』659前橋営林局支部『高速道路から行ける森林公園』660鳥取県支部
『木の香あふれる山陰・夢みなと博覧会』661新潟県支部『木造公共施設コンクール』662
広島県支部『林業技術センターに木材実験棟が完成』663宮城県支部『｢森づくり大地に託す
夢．未来」をテーマに第48回全国植樹祭開催される〃』664奈良県支部『樹と水と人の共生フ
ェスタ'97inかわかみ』666岩手県支部『第17回全国豊かな海づくり大会一森は海の恋人』
668

統計にみる日本の林業
木材価格の動向658木材需給量の推移659林家の経営の動向660最近の紙とパルプ
の動向661木造住宅コスト662欧州材とアフリカ材の輸入動向663林業労働力の動
向664木材輸入量（用材）の推移665林家の山林作業の実施状況666森林整備への
参加意識の高まり667地域別にみた世界の木材(用材)消費の動向668木質ボードの需給
量の推移669

林政拾遺抄
斎王の森658矢立保健保安林659山と水の神660韓国の森林文化研究661永
遠の森662南淵山663体(やす)んば664〈第200回>女人結界665松野先生の
碑666文命堤の碑667松野先生の碑(2)668鯖の道（続き）669

大村寛の5時からセミナー1～6
森と音楽658森の博物館659巨樹への想い660好まれる緑色661木，林，森
66221世紀，夢の森林ユートピア663

新田隆三の5時からセミナー1～6
雷更新664アルプス－万尺の幸せ665枝揺れてこそ666白い恋人たち667見
ずして語るな：摩擦とチカン668人間ドッグの季節669

本の紹介
『カモシカの森から－白神･津軽，北協会編堀繁･斎藤馨･下村彰男・
の自然誌』（工藤樹一著）谷本丈夫658香川隆英著）藤森隆郎664
『応用地学ノート』（武田裕幸・今村『豊かな森へ－ARicherFOREST
遼平責任編集）塚本良則659一日本語版』(TheNationalBoard
『森林環境保全マニュアル』 ofFoI･estrySweden/神崎康一ほ
(木平勇吉編著）杉村乾659か18名訳）只木良也665
『山の歳月』 『市町村長大いに語る(1)一森林･林業
(岡村誼著）大内幸雄660へのメッセージ』（松井光端編）
『樹木がはぐくんだ食文化』 船越昭治665

(渡辺弘之著）品川信夫661『巨樹紀行一最高の瞬間に出会う』
『森林野生動物の調査一生息数推定（芦田裕文写真・文）牧野和春666
法と環境解析』(森林野生動物研究会『〔自然環境とのつきあい方2〕－森
編）白井彰662とつきあう』（渡遜定元著）山縣光品667
『ことわざの生態学一森・人・環境考』 『原色日本土壌生態図鑑』
(只木良也著）森川靖663（永塚鎭男等）山谷孝一667
『フォレストスケープー森林景観のエコロジーガイド『里山の自然』
デザインと演出』(全国林業改良普及（田端英雄編著）大住克博668
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『松くい虫(マツ材線虫病)－沿革と最近『新編治山・砂防緑化技術一荒廃環境の
の研究』（全国森林病虫獣害防除協会編）復元と緑の再生』（村井宏・堀江保夫編）

鈴木和夫669難波宣士669

こだま

雑感658物差しとイメージ659教育雑感660森を守ろう661森林･林業教育に
参加して662林業技術,公益的機能,そして文化663EWって何？664複層林の今後
665r生物多様性国家戦略」とは666林政審報告に思う667草の根の技術協力668
山地災害に対する警戒・避難体制について669

学科紹介
林学関連ミニ･学科紹介9(⑳千葉大学⑳香川大学）659ミニ･学科紹介10(⑪広島県立大学
⑫広島大学）660ミニ･学科紹介11(⑬南九州大学）661ミニ･学科紹介12(⑭大阪市立大学
⑮九州東海大学）662ミニ･学科紹介13(⑳大阪府立大学⑳東京都立大学)663ミニ･学科
紹介14<最終回>(⑬横浜国立大学）664

会員の広場
国有林野事業のあり方について十分な論議を中村弘659バンクーバーの森を訪ねて上原
巌659奈良県におけるスギ凍裂害の調査結果和口美明660造林者の立場からⅦ－藤
原さんへの手紙佐藤彦－662森林観の国際比較一南米の森林・その過去と将来を考える
今永正明6631UFRO「葉･枝･幹枯れ病研究集会」に出席して佐保春芳667クモは森の
守り神真鍋佳資668ドイツ南部の営林署を訪ねて上原巌668

緑のキーワード
防腐･防蟻処理木材658エンジニアリングウッド659森林資源整備の目標と新たな森林区
分660クローナルフォレストリ－661植物群落レッドデータ・ブック662自然保護
活動とビオトープ663国産材供給の課題(8年度林業白書のテーマ）664プレハブ住宅
665木材の難燃化処理666プレカツト材667木造3階建住宅668木材の化学加
工669

新刊図書紹介658659660661662663664665666
667668669

その他
『日林協学術研究奨励金』助成テーマの募集について658
森林GISフォーラムのお知らせ658
第44回森林・林業写真コンクール作品募集要領659
第108回日本林学会大会のお知らせ660
平成8年度林業技士養成講習合格者661
日本林業技術協会第52回通常総会関係行事のお知らせ661
投稿募集のお知らせ662
第43回林業技術賞受賞者662
第8回学生林業技術研究論文コンテスト受賞者662
第1回日林協学術研究奨励金対象者662
第44回森林・林業写真コンクール入選者の発表662
平成9年度林業技士養成講習・登録のご案内(概要）662
棚日本林業技術協会第52回通常総会関係行事のお知らせ662
第48回全国植樹祭（宮城県）開催663
日本林業技術協会第52回通常総会報告663
第43回林業技術コンテスト入賞者663
｢賢治と森林」－賢治と保安林の意外な関係？664
富士山南麓風倒被害地で県民・民間ボランティア等が植樹活動664
日林協支部連合会のお知らせ665
平成9年度（第20回）『空中写真セミナー』開催のご案内665
空中写真セミナーのお知らせ666
第21回全国育樹祭，青森県で開催667
㈱日本林業技術協会支部連合会のお知らせ666．667
モウソウチク一斉開花・枯死／農林省直轄治山OB会668
｢第37回治山研究発表会」「第33回林道研究発表会」およびく保安林制度100年記念〉シンポジウム668
平成10年度く日林協学術研究奨励金〉助成テーマ募集のお知らせ669
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平成10年度《日林協学術研究奨励金》助
成テーマを募集しています.／ （蕊譽f誠）
◆｢森林航測」第183号発売／(本年度第2回刊行）
B5判・24p・年度3回発行＊購読料は1冊570円（本体価格)+税,．〒実費
内容‐●航空写真による森林調査の新しい試み●「風景写真｣から平面図を－携
帯型コンピュータを核とした斜め写真簡易図化システム●資料？デジタルカメ
ラー森林調査にデジカメを●空中写真利用入門講座一面積を測る(2)他。

◆1998年版『林業手帳｣｢林業ノート」刊行／
巻末資料の各業務機関所在地に新郵便番号・個別番号7ケタ表示…会員の皆さま
には無償配布中。業務等にご活用下さい。

‘編集部雑記）
大人「温暖化防止京都会議｣が開
催された。人類の生存にかかわる極
めて重要な会議と思うが，今一つピ
ンとこない。各国の国益主張ばかり

が目立つためか。こうした様々な異

なる意見を集約してゆく過程では参

加者各自にいわゆる｢大人の判断｣が
求められる。目先の少々の不利益に

は寛容に対応しつつ，尊敬と実利を
獲得する手段と考えるが，理解しつ
つも目先の誘惑には抗しがたいのが

常。世界が成人式を迎えるには歴史

的時間が必要か。（カワラヒワ） 三協言会三の三う亘ご言き三ンマー国に派遣した。
◎研修

◎第2回理事会10/13～17の5日間,空中写真セミ
11/11,於本会,理事25名(委任ナーを受講者16名(県・1名,公益法
状を含む)，監事2名，顧問5名，人･4名,民間企業･11名)で実施した。
林野庁2名が出席して，本年度上◎技術開発部関係業務
半期の本会会務運営について他が 11/25,於本会，「森林被害に強
審議された。い森林づくりのための基礎調査」
◎海外出張第2回調査委員会を開催した。
11/1～13,鈴木航測部長,久道課◎調査研究部関係業務
長，太田課長代理，アテフ主任研究11/9,10,於沖縄県竹富町,｢カン
員をネパールドﾗﾌﾄ報告のため同国ムリワシ保護管理対策調査に係る
に派遣した。調査委員会」を開催した。
11/2～8,渡辺理事を，熱帯林管◎番町クラブ11月例会
理情報システム盤備事業のためミ11/28,於本会,全国林業改良普
ヤンマー国に派遣した。及協会編集本部長若狭久男氏を講
11/3～12/12,大平技術開発部課師として｢日本の森を写真で見る」
長代理,山口職員を広域熱帯林資源と題する講演および質疑を行った。
調査のためミャンマー国に派遣した。◎第2回日林協けやき会（退職者
11/4～16，小原国|際事業部長をの会）総会
ジンバブエ林業調査のため同国に昨年設立されたこの会（代表世
派遣した。話人・福森元理事長）の総会が，
11/27～12/23,望月技術開発部11/10スクワール麹町において開
次長，鈴木技師を広域熱帯林資源催され,退職者等約50名が参加し
調査のためベトナム国に派遣した。た。総会後の懇親パーティには，
11/29～12/14，島村技術開発部日林協から役職員多数が出席し，
次長，岩村課長代理を熱帯林管理三澤理事長が祝辞と協会の現況報
情報システム盤備事業のためミヤ 告を行うなど交歓を深めた。
己一-一一一一一つ÷◆一一一今｡~÷一一一ﾏﾏ一合凸ロロ◆○匹÷李令子子号令一÷÷一合争●。●｡÷凸●=●｡■わ~争一芋一一今一一一一一一一一一÷辛辛一一一一÷一一一一一一一・一一一一一÷÷÷ﾏ一一､

【訂正とお詫び】11月号表紙写真（花も実もあったモウソウチク）で「竹｜
林」の撮影場所を森林総合研究所旧赤沼試験地と表示しましたが，東京大I
学農学部附属千葉演習林（天津小湊町）の誤りでした。ご提供いただいたI
森林総合研究所また東京大学農学部附属千葉演習林には大変ご迷惑をおか：
けしました。訂正してお詫びいたします。（編集部)i

金融不安師走目前の職場にて－

「もしもし，こちら編集部です｡･．と
ころで原稿料の振込先を教えて下さ
い」r実は取り引き先の銀行がなくな

りましてね｡今探しているところです」
「ハア!?。それは大変ですね｣。いや
はや忘年会だ納会だと浮かれていら

れない世相となりました。人さまざ
ま，財布の重さとお付き合いの程度

で銀行･証券の行方が案じられます。
自分のところは大丈夫？と普段は縁

のない新聞の株価柵を見る御仁も墹
えているのでは。（平成の玉手箱）

普通客車列車帰省のために時刻

表をめくる機会がありましたら，ぜ
ひ九州は久留米と大分とを結ぶ久大

本線にも目を通してみてください。
注間すべきは列車番号柵です。寝台
特急でもなく，イベント列車でも季
節列車でもない,正真正銘,内燃機関
車が引っ張る普通客車列車が，区間
限定とはいえ数往復も残っているの
は同線くらいなものになってしまい

ました｡列車番号末尾に電車のM,気
動車のDが付いていない，数字だけ

の列車がそれです。（山遊亭明朝）

■番町界隈メタセコイアの大樹

林業技術第669号平成9年12月10日発行

編集発行人三澤毅印刷所株式会社太平社

発行所社団法人日本林業技術協会。

〒102-()085束京都千代田区六番町7TEL.03(3261)5281(fb
振替00130-8-60448番FAX.03(3261)5393(fb
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|宛

四シ谷駅から本会に向かう角地に，かの名
門墜葉学園があります。校舎際にはメタセコ

イアの大樹が舞え，ひときわ当界隈では円を

引きますが，この大樹,測れば御成婚の当時，
美智子様が母校に贈られた苗でありました。

RINGYOG1JUTSU

JAPANFOREST

publishedby

TECHNICALASSOCIATION

TOKYOJAPAN

〔普通会蛮3,500円・学生会費2‘500円・終身会費(個人)30,000円〕
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FAXO3(3268)5261

図書お申込書
ご注文をいただき次第、
必要書類とともに発送
いたします。

小社の「出版案内」を
無料でお届けしており

ます。必要な方はご一
報ください。

インターネット・ホームページ

http:"wwwwood.co・jp/ringyo/

画/橋本陽子

ふるさとの森
とともに罧業自書f
好評のマンガ林業白書シリーズ第
3弾。今回は木造住宅

部づくりがテーマ450円

国土緑化推進機構企画・監修／日本林業調査会編集・発行

総合年表日ﾌ本の
森と木色と人の雇菫史

A5判620頁5,000円(〒共）
古代から現代までの、川上から川下に至る森と木と人の

かかわりを立体的に構成。地方史的事項も積極的に取り

入れるとともに、山と信仰・詩歌・建築・お茶・塩と木

・植木など、いままで軽視されていた文化・産業的事項

も掲赦。「『風土記』にみる森と木と人」「全国優良林
業地における造林の始まり」など、34項目に及ぶカコミ

解説、そして時代の姿をヴィジュアルに示す図や写真を
160点収めている。1頁1頁が而白い、

我が国初の総合年表1待望の刊行11 立
口

森林。林業を考える会編
好評
発売 常か網本の森林・

林業1997中！
森林資源、林業経営、木材産業の
最新状況をまとめたデ

部一タブック3,000円I

渓畔林研究会編建設省住宅局木造住宅振興室監修

水辺林の保全と
再生に向けて

21世紀の地域住宅産業
－木造住宅の新たな展開方向一

豊かな生態系の保全に向けて、米
国国有林の水辺管理指

部針を初邦訳2,500円

地域住宅産業の将来イメージ／新しい技能者像と育成方向など構造改善

部の道筋を示す12,200円

国際林業協力研究会編木材産業を考える会編

訟売れる木
：売れない木
最新データと現状分析で急変する

篝市場への笹醗角部

ハイド/ニューマン共著

持続可能な
森林経営に向けて

森林経済学と
その政策への応用

環境保全と森林経営の両立をめざ
し、国内外の検討状況

部などを解説3,500円

持続可能な森林経営への道筋を描
く、世界銀行レポート

部の邦訳書2,500円

成田雅美著 編集協力/林野庁ボンジョルノ/ギリス共著

森林・林業。
木材辞典

森林経営の
社会史的研究

森林経営と
経済学濯謹方法
情報化時代に対応した数理的分析

蕊『説｡ﾃ蕊総部
幅広く活用できるロングセラー1
3,000語余を解説。英訳

部付き。5刷2,500円

近世の山林経営事例を分析、
の森林経営を理解する
ための必読書4,200円

躰
部

おところ□□ロー□|■ おなまえ

おでんわ

聯
森と木と人のつながりを考える TELO3(3269)3911

FAXO3(3268)5261

〒l62東京都新宿区

市ケ谷本村町3-26 ㈱日本林業調査会
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〒107東京都港区赤坂4-3-5/振替00120-9-195298
n03-3585-0087(f@/FAXO3-3589-2902蕊地球社韓赤坂

望した森林･林業の長期ビジョン
ー持続可能な森林経営の推進一 ’ ’21世紀を展 林 林望 ヨ

林野庁林政部森林組合課監修/林業労働対策研究会編
A5判/172頁/本体1,845円(税別|)/〒310

林業労帥jを碓保していくためには，林薬事業休の秤成
郡を通じた労側ﾉJ確保対策が飛要である。水神は，林業
労帥力碓保法について，政省令を含めて制I麗の全休を体
系的にlﾘIらかにし．Q&A形式で解説した。

森林基本計画研究会編
A5判/440頁(カラー口絵8頁)/本体3,900円(税別)/〒340
繰林・林業をめぐる情勢が著しく変化しているときにこそ．森
林安源の焚期的な整備の基本方|句や木材滞給の兄旭しを明らか
にすることが必要である。本瞥は新たなi|価及び見通しを理

解していただく_kで好適の解説書であl),今後の我が国森林・
林業発展の一助となることを期待するものである。 ’森林施業計画の手引

|木伽安定供給の確保に関蛾別措置法の解説’
森林施業計画研究会編

A5判i/404頁/本体3,010円(税別)/〒380
森林施堆計測制度のねらいは。安定的，持統的な経世雅
盤の砿”《図られることにある。本書は，森林所打職
撫林・林堆関係稀が本制度を十分理解し，現行の森林施
業荊緬制哩を理解するための解説書である．

保
木材安定供給法制度研究会縄

A5判/362頁/本体4,200円(税別)/〒340

この法制度の活用とその適切な運用を図るため，今後恥業計画
を作成される関係事業者の方々や．地域で木材安定供給体制椛
築のためのコーディネート役となる流域林業稲性化センター，
蛎業計画の腿定等の事務に雛わる都道府県の担当者の方々の参
響となるよう，この法律の解釈・運nlについて逐条で解説した。

悪鬮窒謹選
一a

応用山地水文学
Appliedslopelandhydrology

｜
東京大学名誉教授山口伊佐夫著
A5判/240頁/本体2,913円(税別)〒310

ﾉl鋤iかん礎機能について．森林整備との関係を別倣モデ

鰈#ら撫棚職鯉雛議難離鰄灘
を具体的に解iﾘI,森林のあり方について提示した。

l

l
I

森林保全研究会編
A5判/526頁/本体3,800円(税別)/〒380

保安林をめぐる情勢の変化に対処し,1%駿林行政を円滑かつ適
正に遂行するとともに所期の機能が高度に発揮されるよう保安
林の整備，祷理を積極的に推進していくことが林政上"要な課
題である。本書は.最新の内容のもとに改打されたものであり，
手引響として活用されたい。

鴎 顔な林業・木材産業政策の基本
・木材産紫の再生への処方菫から林野3

|驍瀞実務繭

ニムム 林野庁林政課･企画課監修
A5判/256頁/本体2,913円(税別)/〒310

雌迷を統ける11本の林業・木材産業の再生・活性化のた
め「行政とはどうあるべきか」林野庁長官の講搬をM頭
に描叔。林業・木材産業の現状・課題と林野3法案の1期
係を閃我をルハ､てわかりやすく解説した。

▲

■ 野生動物と共存幽 実用新案登録済

サチューブキヘ ユ ■■■■■

秘、迺ﾏ

鴎

君妊芦
▲■ 睦角

傘

Ｆ
一

シカ･カモシカ・ウサギ・ネズミ

食害完全防止
経済効果バツクンノ

スギ．ヒノキや

その他、広葉樹

などの植栽木に

広く使えます

、

★下刈り軽減

★根曲がり防I上

★裾枝払い不要

★植栽本数の減少

★小苗の植栽可能

★無節の元玉

★誤伐防止
導附の支柱及び当社開発の固定用タイ

ラップを使用しますと簡liiにヘキサチ

ュープを設徹できます。
L

f4↓割撫蛎欝
〒598大阪府泉佐野市.IJL1912
TEL0724.68.0776

F奴0724.67-1724

(京都研究所）

〒613京部府久世開久御IIIIII唯山illiノ、10．1
H本ファミリーピル2F

TEL()774-46-1531

1瓠XO774-46-1錦5
ミニ温室効果による成長促進
写真は植絞後3年目、チューブの畏さ2m L－ I』

林業労働力確保法Q＆A

保安林の実務
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あらゆる図形の座標.、職・線長（周囲長）・辺長を

圧倒的なコストパフォーマンスで簡単に同時測定できる外部出力付の一

ラニクスβ
測
定
ツ
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ル
の
新
し
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P

検査済み±0.1%の高精度
ｸ啄蝿はスーパーブラニクスβの隙準タイプ

スーパーブラニクスβは､工場出荷時に厳格な検査を施して

いますので､わずらわしい誤差修正などの作業なしでご附入

されたときからすぐ±0.1％の高精度でご使用になれます。
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使いやすさとコストを
’
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コンビュタフレンドリィなオプションツール
追及して新発売！

16桁小型プリンタ、RS-232Cインターフェイスケーブル、

ワイヤレスモデム､キーボードインターフェイス､各種割I1

プログラムなどの売笑したスーパープラニクスαのオプショ

ンツール群がそのまま外部出力のために使用できます。

スーパープラニクスβ(ー ﾀ）

や外部出力付→
標準タイプ･…･

プリンタタイフ

¥160000

￥192000

（
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ー
タ
）
登
場
。

’ ’測定操作が楽な直線補間機能とオートクローズ機能

r薑 、
豊富な機能をもつスーパープラニクス

の最高峰スーパーブラニクスα(ｱﾙﾌｧ）

スーパープラニクスαは、座標、辺長線長、

mi積、半径、図心、三斜（底辺、高さ、、積）、

角度（2辺長、狭角）の豊富な測定機能や、コ

ンピュータの端末デジタイザを実現する外部出

力を備えた図形測定のスーパーディバイスです。
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社会・経済情勢の変化、技術の進歩に対応。《解説編》を全面書き改めノ ｜…

｜■■■間伐の手引《解説編》■林野庁監修緬新版 ●選木から伐採・搬出・利用まで●

、

平
成
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年
十
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月
十
日
発

昭
和
二
十
六
年
九
月
四
日
第
三
種
郵
便
物
論
（
毎
月
一
回
十
個
発
行
）
林
業
技
術
菫
ハ
六
九
号

A4変型判・60ページ。定価（本体950円十税） 瀬引
未来に残す宝に磨きをかける間伐/

g間罐密毒雲互巨拳不2手'厚重奏,fや畦ﾉ茎乏今Q諄計墾壼;.
までを情勢の変化ともあわせてわかりやすく解説。厳しい現況I、

繍，溌篭蕊,鰯淵鯉匿懲繊鱸繍I
下での間伐の立案・設計・実行への格好のテキスト／

qカラー図解編<B5判・4色刷･20頁・定価(本体699円十税)>も併せてご利用ください。

１
１
Ｉ
ｌ

ｌ
ｌｌilI

脳 ！

●A5判108ページ／カラー

●定価（本体971円十税)．〒実費
●30部以上の場合は、送料は当協会が負
担します。

謬

鬮鋤をち似赫
－－

私たちの森林
－

陛一撫雷瀦謬
●最新第5版相当の本書は、河原輝彦・鷲見
博史・垰田宏3氏による執筆／
●美しい図版160点余を配したビジュアルな
構成.／

●森林の働きと社会・地球環境との結びつき
をわかりやすく解説／

●小学生高学年から中学生の児童・生徒向け
の記述ながら、家族みんなで読める／

－－

［ 謹蕊蕊蕊森と木の質問箱

崖
イ
ラ
ス

●ずばり、「小学生のための森林教室｣／

●子どもらしいどうして？なぜ？に答えてく

れる小学生向けの楽しい1冊／

●子ども向けだからとあなどるなかれ、林野

庁監修の内容はしっかり者／

鴎
唇
〆
轄
』
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A
己 可

空"
お求めは､醤名･l111.数･お名前･連絡先（電話番号を

含む)･お送り先などをIﾘj記のうえ下記までどうぞ。

細日本林業技術協会事業部

〒102東京都千代田区六番町7
TELO3-3261-6969FAXO3-3261-3044

ご注文は、FAXまたは郵便をご利用ください。

●B5判64ページ／カラー
●定価（本体602円十税）
〒実費

●30部以上の場合は、送料は
当協会が負担します。
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大好評の100不思議+1は
詳店でお求めいただくか、直接東京書籍まで

ご注文ください。

森林の100不思議定価:本体981円(税別）

続・森林の100不思議定価:本体1,165円(税別）

森と水のサイエンス定価:本体1,000円(税別）

土の100不思議定価:本体1,000円(税別）

森の虫の100不思議定価:本体1,165円(税別）

熱帯林の100不思議定価:本体1,165円(税別）

森の動物の100不思議定価:本体1,165円(税別）

木の100不思議定価:本体1,165円(税別）

森の木の100不思議定価:本体1,165円(税別）

きのこの100不思議定価:本体1,200円(税別）

東京書籍株式会社副襄請繍瀦制

▼最新千リ
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